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１．計画の概要 

１-１.計画の目的 
 

全国的な自家用車への依存の高まりや人口減少を受け、公共交通の利用者数は減少傾向

にあり、運転士の高齢化や担い手の不足も相まって、鉄道や路線バスの減便・廃止など公

共交通を維持していくことは年々厳しさを増しています。 

白石町においては、利便性の高い公共交通の維持・確保と、町の財政の健全性の両面に

配慮した、誰もが利用しやすく持続可能な公共交通ネットワークを実現することが喫緊の

課題となっています。 

そこで、地域の実情や住民ニーズに即した持続可能な公共交通ネットワークを構築する

ため、地域公共交通のマスタープランとなる計画を策定します。 

 

１-２.計画の区域 
 

本計画は、白石町全域を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 １ 計画の区域 

資料：国土数値情報、@OpenStreetMap contributors  
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１-３.計画期間 
 

計画期間は、令和 8（2026）年度から令和 12（2030）年度までの 5 か年とします。 

計画期間内においても施策の進捗状況や目標の達成状況等を継続的に確認し、必要に応

じて計画の見直しを行います。 

また、計画の最終年度となる令和 12（2030）年度には、計画期間全体における施策の進

捗確認や効果検証を実施し、次期計画を策定します。 

 

 

 

 

１-４.計画の位置づけ 
 

本計画は、まちづくりの最上位計画である「第 3 次白石町総合計画」に基づき、まちの

将来都市構造を示す「白石町都市計画マスタープラン」等の関連計画と連携・整合を図り

ながら策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 ２ 計画の位置づけ 

  

○白石町都市計画マスタープラン 

○第 3 期白石町まち・ひと・しご 

と創生総合戦略 

○白石町人口ビジョン 

○白石町国土利用計画 

○白石町過疎地域持続的発展計画 

○第 3 期白石町地域福祉計画 

○第 7 期白石町高齢者福祉計画 

○第 7 期白石町障害福祉計画、 

第 3 期白石町障害児福祉計画 

○白石町観光振興基本計画 

○白石都市計画「都市計画区域の 

整備、開発及び保全の方針」 

第４次白石町総合計画 

連携・整合 

佐賀県地域公共交通計画 

即す 即す 即す 

県の方針 上位計画 

関連計画 

白石町地域公共交通計画 
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２．地域の現状・問題点 

２-１.位置・地勢 
 

白石町は、佐賀県の南西部に

位置し、周囲を武雄市、嬉野市、

鹿島市、江北町、大町町に囲まれ

ています。 

佐賀市までは直線距離で約

20km、福岡市や長崎市までは約

50km となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ 白石町の位置 
資料：国土数値情報 

 

町内ほぼ全域に肥沃な白石平

野が広がっており、西部は杵島

山地が南北に連なっています。 

白石平野は古く弥生時代から

自然陸化し、中世より現代まで

幾多の干拓事業で造成されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４ 白石町の地勢 
資料：国土数値情報、国土地理院 色別標高図  
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２-２.人口・世帯数等 
 

２-２-１.人口分布および推移 
 

白石町の総人口は、昭和 60（1985）年以降をみると一貫して減少傾向を示しており、平

成 22（2010）年から令和 2（2020）年までの 10 年間で約 14％減少しています。 

人口減少とともに高齢化も進行しており、国立社会保障･人口問題研究所の推計によれ

ば、今後 30 年間（2050年時点）で総人口は約 43％減少し、高齢化率（総人口に占める 65

歳以上人口の割合）は約 49％となる予測となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 ５ 人口推移と将来推計 

資料：国勢調査（実績値）、国立社会保障・人口問題研究所（推計値） 

 

町内の人口分布をみると、鉄道駅（肥前白石駅、肥前竜王駅）周辺に人口集積がみられ

るほか、町域全体に広く薄く人口が分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 ６ 総人口の分布（250m メッシュ）  

人口ピラミッド 

2010 年、2020 年 

資料：国土数値情報、令和 2 年国勢調査、令和 6 年都市計画基礎調査 
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高齢者人口（65 歳以上）の分布をみると、総人口と概ね同様の傾向を示しており、鉄道

駅周辺を中心としながら、町域全体に広く薄く人口が分布しています。 

また、高齢化率が高いエリアが人口が少ない郊外部を中心に点在しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 ７ 高齢者人口の分布（250m メッシュ） 

資料：国土数値情報、令和 2 年国勢調査、令和 6 年都市計画基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 ８ 高齢化率の状況（250m メッシュ） 

資料：国土数値情報、令和 2 年国勢調査、令和 6 年都市計画基礎調査  
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２-２-２.世帯数等 
 

人口が年々減少するなかでも、世帯数は横ばい傾向を示しています。また、世帯人員

（一世帯あたりの平均世帯員数）は、一貫して減少傾向を示しており、令和 2（2020）年

には 2.92 人/世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ９ 世帯数の推移 
資料：国勢調査 

 

高齢者世帯の内訳をみると、家族のサポートを受けにくい高齢者のみ世帯の割合（高齢

者夫婦・単身世帯）が増加傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １０ 高齢者世帯の内訳の推移 
資料：国勢調査  
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２-３.主要施設の立地状況 
 

医療施設は鉄道駅（肥前白石駅、肥前竜王駅）周辺に集中して立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 １１ 医療施設の立地状況 

資料：地域医療情報システム(日本医師会） 

 

商業施設は国道 207 号や主要地方道武雄福富線の沿道に立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 １２ 商業施設の立地状況 

資料：大規模小売店総覧、iタウンページ  
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須古・六角エリア 

有明エリア 
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公共・公益施設は各エリアの中心部に分散して立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １３ 公共・公益施設の立地状況 

資料：白石町資料 

教育施設は町内に分散して立地しています。また今後、令和 8（2026）年 4 月に有明エ

リアの 3 つの小学校が閉校、令和 12（2030）年 4 月に白石・北明エリアと須古・六角エリ

アの 4 つの小学校が閉校し、それぞれ新設小学校に統合される予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 １４ 教育施設の立地状況 

資料：白石町資料  
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福祉施設は各エリアの中心部に分散して立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １５ 福祉施設の立地状況 

資料：白石町介護と医療の連携マップ_白石町認知症あんしん手引き 

 

観光施設は町内に分散して立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １６ 観光施設の立地状況 

資料：佐賀県公式観光サイトあそぼーさが  
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２-４.住民の移動特性 
 

２-４-１.通勤・通学 

（１）通勤流動 

町内に常住する就業者（15 歳以上）の約 6 割が「町内」で就業しており、町内から町外

へ通勤する「流出」が、町外から町内へ通勤する「流入」を約 1,700 人上回る、流出超過

となっています。 

 

図 １７ 通勤による人口流動 

 

町外から町内への「流入元」としては「鹿島市」が最も多く、次いで「武雄市」「佐賀

市」となっています。町内から町外への「流出先」としては、「佐賀市」が最も多く、次

いで「武雄市」「鹿島市」となっています。 

 
図 １８ 通勤による人口流動の内訳 

 

 

 

 

（２）通学流動 

町内に常住する通学者（15 歳以上）のうち「町内」への通学者は約 3 割にとどまってお

り、町内から町外へ通学する「流出」が、町外から町内へ通学する「流入」を約 80 人上回

る、流出超過となっています。  
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※ラベルは5％以上の項目のみ表示

※15 歳以上就業者 

資料：国勢調査（令和２年） 

 

※15 歳以上就業者 

※その他：従業市区町村「不詳・外国」を含まない 

資料：国勢調査（令和２年） 
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図 １９ 通学による人口流動 

 

流入元としては「武雄市」が最も多く、次いで「鹿島市」となっています。流出先とし

ては「佐賀市」が最も多く、次いで「鹿島市」が多くなっています。 

 
図 ２０ 通学による人口流動の内訳 

 

（３）通勤・通学時の利用交通手段 

通勤時の移動手段では「自家用車」が約 9 割と圧倒的多数を占めています。 

一方で、通学時の移動手段としては「自転車」が約 4 割と最も多くを占めていますが、

次いで「鉄道・電車」が約 4 割を占め、公共交通が重要な役割を担っています。 

 

図 ２１ 通勤・通学時の移動手段（白石町内常住者） 
資料：国勢調査（令和２年）  
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36.4%
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※15 歳以上通学者 

資料：国勢調査（令和２年） 

 

※15 歳以上通学者 

※その他：通学市区町村「不詳・外国」を含まない 

資料：国勢調査（令和２年） 
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２-４-２.買い物・通院 

（１）日々の買い物 

日々の買い物は、「有明エリア」内の移動が最も多くなっています。エリアを跨ぐ移動

をみると、「白石・北明エリア」から「有明エリア」への移動が約 3 割と最も多く、「白

石・北明エリア」と「須古・六角エリア」では約 2～3 割の相互移動がみられます。 

また各エリアとも近隣市町への移動もみられます。 

 

図 ２２ 「日々の買い物」による人口流動状況 
資料：住民アンケート調査 

 

日々の買い物での具体的な外出

目的地としては、上位３店舗への移

動が突出しており、「ザ・ビッグ白

石店（有明エリア）」「A コープし

ろいし店（白石・北明エリア）」「ス

ーパーモリナガ白石店（須古・六角

エリア）」の順となっています。 

図 ２３ 「日々の買い物」の外出目的地：上位 5 位 
資料：住民アンケート調査   
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（２）特別な買い物 

特別な買い物は近隣市町への移動が大部分を占めています。特に各エリアとも「佐賀

市」への移動が約 4～5 割と最も多く、次いで「武雄市」「江北町」への移動が多くなって

います。 

 

 

図 ２４ 「特別な買い物」による人口流動状況 
資料：住民アンケート調査 

 

特別な買い物での具体的な外出

目的地としては、「ゆめタウン佐賀

（佐賀市）」への移動が突出してお

り、次いで「ゆめタウン武雄（武雄

市）」「イオン江北店（江北町）」

の順となっています。 

 

 

 

図 ２５ 「特別な買い物」の外出目的地：上位 5 位 
資料：住民アンケート調査  
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（３）通院 

通院ではエリア内の移動に加え、「白石・北明エリア」への移動が多くなっています。 

また各エリアとも近隣市町への移動もみられます。 

 

 

図 ２６ 「通院」による人口流動状況 
資料：住民アンケート調査 

 

通院での具体的な外出目的地と

しては、「白石共立病院（白石・北

明エリア）」への移動が突出してい

ます。 

 

 

 

 

 

図 ２７ 「通院」の外出目的地：上位 5 位 
資料：住民アンケート調査  
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２-５.観光の動向 
 

白石町の観光客数は近年「増加傾向」

で推移しています。特に、令和 2

（2020）年から大きく増加しており、令

和元（2019）年 6 月の「道の駅しろい

し」の開業が影響している可能性があり

ます。 

※令和 4（2022）年以降、出典データが

異なるため留意が必要です。 

 

交通機関別にみると、「自家用車」で

の観光がほぼ 100％であり、公共交通は

利用されていません。 

図 ２８ 交通機関別の年間観光客数(令和 4(2022)年) 
※5％以上を表示資料   資料：佐賀県観光客動態調査 

 

 

図 ２９ 白石町の観光客数の推移 
資料：佐賀県観光客動態調査（H30～R3年）、令和 6年佐賀県観光デジタル人流分析（R4～R6年） 
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３．公共交通の現状・問題点 

町内では、JR 長崎本線が町の中央を縦断し、佐賀および長崎方面を結んでいます。また、

JR 長崎本線に並行する国道 207 号上を路線バスが運行しており、佐賀市と鹿島市を結んでい

ます。 

加えて、町内の移動を担う公共交通として、コミュニティ交通「いこカー」が運行してお

り、町内全域を網羅する形でコミュニティ交通「予約制いこカー」が運行しています。 

その他、小城市と共同で運行するコミュニティタクシー「あいのりタクシー福富線」が国

道 444 号を介して、福富地区と小城市牛津地域を結んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３０ 公共交通ネットワークの概況 
資料：国土数値情報、令和 6 年都市計画基礎調査、白石町資料、交通事業者 HP   
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３-１.鉄道の概要 
 

３-１-１.運行概要 

JR 長崎本線は、鹿児島本線の鳥栖駅から分岐し、佐賀市の佐賀駅を経て長崎市の長崎駅ま

で延びる九州旅客鉄道株式会社（JR 九州）の鉄道路線となっています。 

町内には、肥前白石駅、肥前竜王駅の 2 駅が立地していますが、いずれの駅も特急列車は

停車せず、普通列車のみ停車する駅となっています。 

普通列車の運行便数は、上り 21 便、下り 21 便であり、毎日運行しています。 

 

表 1 鉄道の運行状況 

  
上り：江北・佐賀市方面 下り：鹿島市・諫早市・佐世保方面 

肥前鹿島 肥前竜王 肥前白石 江北 江北 肥前白石 肥前竜王 肥前鹿島 

始発 6:07 6:12 6:17 5:19 5:10 5:16 5:21 5:28 

最終 23:45 23:50 23:56 22:53 23:20 23:08 23:14 23:20 

普通 21 本 21 本 21 本 31 本 36 本 21 本 21 本 16 本 

特急 7 本 － － 34 本 35 本 － － － 

快速 － － － 1 本 － － － － 

資料：JR九州 HP 

 

３-１-２.利用状況 

肥前白石駅の過去 5 年間の利用者数は、令和 2 年（2020）度以降、新型コロナウイルス感

染症拡大等の影響により微減傾向で推移してきましたが、令和 4（2022）年度を境として増加

に転じています。 

※肥前竜王駅の利用者数は非公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３１ 肥前白石駅の１日当たりの利用者数 
※利用者数：乗車人員を 2 倍にして利用者数に換算 

資料：JR 九州 HP  
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３-２.路線バスの概要 
 

３-２-１.運行概要 

町内を運行する路線バスは、祐徳自動車株式会社が運行する佐賀線（佐賀市～鹿島市）の 1

路線となっています。 

佐賀線の運行回数は計 7 往復/日となっており、国庫補助(地域間幹線系統)を受けて、国・

県・沿線市町（白石町を含む）が財政負担しながら運行されています。 

令和 6（2024）年 10 月以前の運行回数は計 11 往復/日となっており、佐賀線においても

2024 年問題やバス運転手不足などの影響を受け減便が行われています。 

 

表 2 バス路線･系統一覧 

運行 

事業者 
路線 

系統 キロ程（㎞） 

運行回数 

財政負担 

起点 
主な 

経由地 
終点  うち 

白石町 
国 県 白石町 

その他 

市町 

祐徳自動車

(株) 
佐賀線 

祐徳 

神社前 

江北駅 

好生館 

佐賀駅 

BC 
38.3 8.7 7 往復 〇 〇 〇 〇 

資料：交通事業者資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３２ 路線バスの路線図 
資料：国土数値情報、令和 6年都市計画基礎調査、交通事業者 HP  
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３-２-２.利用状況 

路線バスの輸送人員は、令和 2 年（2020）度以降、新型コロナウイルス感染症拡大等の影

響により減少傾向で推移してきましたが、令和 5（2023）年度を境としてコロナ禍前と同程度

まで回復しています。 

また、令和 6（2024）年度は減便の影響もあり輸送人員が大幅に減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３３ 路線バスの過去 6 年間の輸送人員の推移 
資料：交通事業者資料 

 

路線バス利用者の内訳をみると、「町外（白石町⇔佐賀市）」や「町外（鹿島市⇔白石

町）」での乗降が約 9 割を占めており、白石町内の利用者は少なくなっています。 

 
図 ３４ 路線バス利用者の内訳(令和 6(2024)年 4 月) 

資料：交通事業者資料  
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３-２-３.収支・財政負担 

（１）収支の状況 

令和 2 年（2020）度以降、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により、経常費用は増

加しているのに対して、運賃等の経常収益は横ばいから微減傾向で推移しており、令和 6

（2024）年度の経常収支率は 26.9％まで低下しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３５ 路線バスの経常収益・経常費用の推移 
資料：交通事業者資料 

（２）財政負担の状況 

財政負担額は増加傾向を示しており、路線バスに対する白石町の財政負担額は年間約 1,000

万円（令和 6（2024）年度）となっています。 

※令和 2～4 年度は、国・県によりコロナ禍の運行維持に係る特別支援事業費が充当 

※沿線市町の財政負担額は、運行距離のうち該当市町を通過する距離の割合で按分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 ３６ 白石町と国・県・沿線市町の財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料  
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令和 5（2023）年度には輸送人員が一時増加に転じていますが、財政負担額は引き続き増加

傾向にあり、財政負担に大きく依存しながら運行している状況となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３７ 輸送人員と白石町の財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料 

 

利用者 1 人・1km あたりの財政負担額は令和 3（2021）年度をピークとして減少傾向に転じ

ており、令和 6（2024）年度時点で 130.8 円/人・㎞となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３８ 利用者 1 人・1km あたりの財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料  

73.2

169.2

203.4

164.8

137.1
130.8

2019 2020 2021 2022 2023 2024

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

0 

50 

100 

150 

200 

250 

利
用
者
1
人
・
1㎞

当
た

り
の
財

政
負

担
額
(
円
/
人
・

㎞
)

87,891

74,161
69,590 67,149

87,316

59,673

7,388

11,949
12,566

10,648

13,142

10,475

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

白
石
町
の
財
政
負
担
額
（
千
円
）

路
線
の
輸
送
人
員
（
人
）

路線の輸送人員 白石町の財政負担額



22 

 

３-３.コミュニティ交通（いこカー）の概要 
 

３-３-１.運行概要 

いこカーは、牛間田～肥前白石駅間を結ぶ「牛間田横手線」および住ノ江～肥前白石駅間

を結ぶ「福富線」の 2 路線が運行しています。 

いこカーの運行回数は、牛間田横手線が 5 往復/日、福富線が 7 往復/日となっています。 

運賃は、1 乗車 200 円の均一運賃で、小学生未満は無料（保護者同伴の場合に限る）、小学

生、身障者および運転免許返納者は半額となっています。 

なお、乗り継ぎ利用を行う場合は、2 路線目以降無料となっています。 

表 3 いこカーの路線一覧 

路線名 運行形態 キロ程 
運行 

回数 

運行曜日※1 料金 

※2 
運行事業者 

平日 土日祝 

牛間田横手線 
路線定期運行 

約 16.1 ㎞ 5 往復 〇 － 200円 (有)錦タクシー 

福富線 約 11.1 ㎞ 7 往復 〇 － 200円 (株)天満福富交通 

※1 年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）は運休 

※2 無料：乗り継ぎの場合（2 路線目以降）・小学生未満、半額：小学生、身障者及び介護人、運転免許返納者 

資料：白石町資料 

 

 

図 ３９ いこカーの路線図 
資料：国土数値情報、令和 6 年都市計画基礎調査、白石町資料、交通事業者 HP  
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３-３-２.利用状況 

いこカーの輸送人員は 2 路線とも減少傾向で推移しており、利用そのものが顕著に低迷し

ています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４０ いこカーの過去 6 年間の輸送人員の推移 
資料：交通事業者資料 

 

いこカー利用者の内訳をみると、主に牛間田横手線は通学、福富線は病院・その他の目的

での利用がみられますが、一便あたりの利用者数はほとんどの時間帯で 1.0 人/便を下回って

います。 

  

図 ４１ 目的別便別利用者数（牛間田横手線）     図 ４２ 目的別便別利用者数（福富線） 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ）  
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牛間田横手線は「有明南小学校」への通学利用が主な利用となっています。具体的には、

白石駅方面の第 1 便（7：17）で通学し、いちい公園方面の第 4 便（15：20）で帰宅する移動

が多くなっています。 

しかし今後、有明南小学校の閉校に伴い通学利用は減少することが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４３ 区間別乗車人員（牛間田横手線） 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４４ バス停別乗降者数（牛間田横手線） 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ） 
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福富線の利用者数は、「共立病院」への通院利用や「白石駅」への移動が主な利用となっ

ています。具体的には、「福富ゆうあい館」や「下区中央住宅前」周辺での乗降が多くなっ

ています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４５ 区間別乗車人員（福富線） 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 ４６ バス停別乗降者数（福富線） 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ）  
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３-３-３.収支・財政負担 

（１）収支の状況 

経常費用は増加傾向である一方、経常収益は減少傾向を示しており、令和 6（2024）年度の

経常収支率は約 4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４７ いこカーの経常収益・経常費用の推移 
資料：交通事業者資料 

（２）財政負担の状況 

財政負担額は増加傾向を示しており、いこカーの運行にかかる白石町の財政負担額は年間

約 1,600 万円（令和 6（2024）年度）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 ４８ 路線別の財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料  

5,956 6,412 6,419 6,344 7,201
8,444

5,268 
5,638 5,567 5,596 

6,630 

7,703 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

財
政
負
担
額
（
千
円
）

牛間田横手線 福富線

11,224 
12,050 11,985 11,940 

13,831 

16,147 

12,264
12,858 13,032 12,873

14,416

16,788

1,040 954 1,046 933 586 641

8.5% 7.4% 8.0% 7.2% 4.1% 3.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

経
常
収
支
率

経
常
収
益
・
経
常
費
用
（
千
円
）

経常費用 経常収益 経常収支率



27 

 

利用者数の減少に伴い財政負担額は増加傾向となっており、財政負担に大きく依存しなが

ら運行している状況となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４９ 輸送人員と白石町の財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料 

 

利用者を 1 人運ぶための財政負担額は、令和 6（2024）年度時点で福富線は 5,243.6 円/

人、牛間田横手線は 2,616.0 円/人となっています。特に福富線の財政負担額が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５０ 利用者１人あたりの財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料  
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３-４.コミュニティ交通（予約制いこカー）の概要 
 

３-４-１.運行概要 

予約制いこカーは、須古・六角エリア、白石・北明エリア、福富エリア、有明エリアの 4

つのエリア区分を各エリア 9 便/日、平日毎日運行しています。 

利用範囲は、自宅からエリア内の停留所または役場庁舎周辺の停留所までの往復となって

います。また、予約受付時間は、午前便は「乗車する１時間前まで（始発便を除く）」とな

っており、12 時以降の便は一律「当日の午前 11 時まで」となっています。 

運賃は、1 乗車 400 円の均一運賃で、小学生未満は無料（保護者同伴の場合に限る）、小学

生、身障者および運転免許返納者は半額となっています。 
 

表 4 予約制いこカーの路線一覧 

路線名 運行形態 
キロ

程 

運行 

回数 

運行曜日※1 料金 

※2 
運行事業者 

平日 土日祝 

須古・六角エリア 

区域運行 

（ドア to 施設型） 
－ 

9 便 

〇 － 400円 

(有) キングタクシー 

(有)錦タクシー 白石・北明エリア 9 便 

福富エリア 9 便 (株)天満福富交通 

有明エリア 9 便 (有)錦タクシー 

※1 年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）は運休日 

※2 無料：小学生未満、半額：小学生、身障者及び介護人、運転免許返納者 

資料：白石町資料 

 

図 ５１ 予約制いこカーのエリア区分図 
資料：国土数値情報、令和 6 年都市計画基礎調査、白石町資料、交通事業者 HP  

役場庁舎周辺 
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表 5 予約制いこカーの停留所（施設） 

エリア名 停留所 

須古・六角 いづみや、副島医院前 

白石・北明 有明医院前 

福富 

カタフチ医院前、原田内科医院前、池上内科前、福富ゆうあい館、 

セブンイレブン福富インター店、だるま坂、西住ノ江、道の駅しろいし、 

JA 福富支所 

有明 
高島病院前、有島病院前、森外科前、ザ・ビッグ、溝口医院前、 

ふれあい郷、竜王駅、交流館、白浜医院前、JA有明支所 

役場庁舎周辺（町内全

域の自宅から利用で

きます） 

白石町役場、共立病院前、白石駅、Aコープしろいし店、稲富病院前、 

JA 白石地区会館、白石郵便局、秀津 1区、佐賀銀行白石支店、三根眼科、

メディカルモールしろいし、万葉道路北口、元気のたまご、 

ふじい整形外科、白石警察署、白石町総合センター 

 
 

３-４-２.利用状況 

予約制いこカーの輸送人員は全路線合計では横ばいで推移していますが、路線によって利

用状況には差異が見られます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５２ 予約制いこカーの過去 6 年間の輸送人員の推移 
資料：交通事業者資料  
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予約制いこカーの稼働率（設定便数に対して、実際に運行した便数の割合）をみると、最

も低いのは福富エリアで約 3 割、最も高いのは有明エリアで約 7 割となっており、路線によ

って利用状況のばらつきがみられます。 

  
図 ５３ 路線別稼働率 

※取得データの関係で、福富線のみ令和 5（2024）年 12 月のデータを使用 

資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ） 

 

予約制いこカーの便別利用者数をみると、１便～5 便（8 時～12 時台）の午前便に集中して

おり、午後の利用は少なくなっています。 

 

図 ５４ 路線別便別利用者 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ）  
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施設別の乗降者数は、「共立病院前」や「A コープしろいし店」、「メディカルモールしろ

いし」が多くなっています。自宅側乗降場所は、有明エリアの北部（辺田、戸ケ里、牛屋）

や福富下分で多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５５ 予約制いこカーの 1 カ月間の乗降者数 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５６ 役場庁舎周辺方面の停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５７ 有明エリアの停留所 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ）  
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図 ５８ 予約制いこカーの 1 カ月間の乗降者数 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ）  
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３-４-３.収支・財政負担 

（１）収支の状況 

経常費用と経常収益は増加傾向で推移しており、令和 6（2024）年度の経常収支率は約

18％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５９ 予約制いこカーの経常収益・経常費用の推移 
資料：交通事業者資料 

（２）財政負担の状況 

財政負担額は微増傾向を示しており、予約制いこカーの運行にかかる白石町の財政負担額

は年間約 880 万円（令和 6（2024）年度）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 ６０ 路線別の財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料  
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エリアによって利用者数・財政負担額にばらつきがみられますが、有明エリアや福富エリ

アなど役場周辺エリアまでの運行距離が長くなるエリアほど財政負担額が大きくなっていま

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６１ 輸送人員と白石町の財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料 

 

利用者 1 人を運ぶための財政負担額は、須古・六角エリアで 1,278.5 円/人、白石・北明エ

リアで 1,296.8 円/人、福富エリアで 1,289.6円/人、有明エリアで 1,329.7 円/人となってい

ます（令和 6（2024）年度時点）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６２ 利用者１人あたりの財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料  
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３-５.コミュニティ交通（あいのりタクシー）の概要 
 

３-５-１.運行概要 

あいのりタクシー福富線は、道の駅しろいし～牛津駅間を 8 往復/日運行しています。 

運賃は 1 乗車 200 円の均一運賃で、1 駅のみ移動する場合は 100 円となっています。また、

2,000 円/11枚の回数券も販売しています。 

 

表 6 あいのりタクシーの路線一覧 

路線名 運行形態 キロ程 
運行 

回数 

運行曜日※1 料金 

※2 
運行事業者 

平日 土日祝 

あいのりタクシー 

福富線 
路線定期運行 10.8 ㎞ 8 往復 〇 〇 200円 (有)橋間自動車 

※1 元旦（1 月 1 日）は運休日 

※2 1 駅のみ移動する場合は 100 円、回収券の販売（2,000 円：11 枚） 

資料：白石町資料 

 

 

図 ６３ あいのりタクシーの路線図 
資料：国土数値情報、令和 6 年都市計画基礎調査、白石町資料、交通事業者 HP  
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３-５-２.利用状況 

あいのりタクシーの輸送人員は減少傾向で推移しており、利用そのものが顕著に低迷して

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６４ あいのりタクシーの過去６年間の輸送人員の推移 
※あいのりタクシーは 10月～9月までを 1 年として計算 

資料：交通事業者資料 

 

あいのりタクシー利用者の内訳をみると、主に買い物手段としての利用がみられますが、

１便あたりの利用者数はほとんどの時間帯で 1.0 人/便を下回っています。 

  

図 ６５ 目的別便別利用者数 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ）  
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あいのりタクシーの利用者数は、各バス停で乗車し「牛津駅」で降車、また「牛津駅」で

乗車し各バス停で降車するような、鉄道駅を目的地とした移動が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６６ 区間別乗車人員 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６７ バス停別乗降者数 
資料：交通事業者資料（令和 6（2024）年 3 月のデータ） 
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３-５-３.収支・財政負担 

（１）収支の状況 

経常費用は増加傾向である一方、経常収益は減少傾向を示しており、経常収支率は約 7％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６８ あいのりタクシーの経常収益・経常費用の推移 
資料：交通事業者資料 

（２）財政負担の状況 

財政負担額は増加傾向を示しており、あいのりタクシーの運行にかかる財政負担額は年間

約 1,300 万円（令和 7（2025）年度）で、そのうち白石町の財政負担額は年間約 660 万円（令

和 7（2025）年度）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 ６９ 白石町と小城市の財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料  
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利用者数の減少に伴い白石町の財政負担額は増加傾向となっています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７０ 輸送人員と白石町の財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料 

 

利用者 1 人を運ぶための財政負担額は、令和 7（2025）年度時点で 2,386.5 円/人となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７１ 利用者１人あたりの財政負担額の推移 
資料：交通事業者資料  
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３-６.その他 
 

３-６-１.乗用タクシー 

白石町内に事業所があるタクシー事業者は 3 社で、車両保有台数は合わせて普通車両：12

台、ジャンボ車両：6 台となっています。 

 

表 7 タクシー事業者の概要 

NO. 会社名 住所 タクシー台数 備考（その他の事業） 

1 
有限会社 

キングタクシー 

杵島郡白石町 

大字福田 1590-17 

普通車両：5台 

ジャンボ：1台 

・タクシー運転代行 

・タクシー便利屋 

・観光タクシー 

・コミュニティーバス 

・空港リムジンタクシー 

2 
有限会社 

錦タクシー 

杵島郡白石町 

大字坂田 491-10 

普通車両：4台 

ジャンボ：3台 

・タクシー運転代行 

・タクシー便利屋 

・コミュティーバス 

・空港リムジンタクシー 

・貸切バス 

3 
有限会社 

橋間自動車 

杵島郡白石町 

大字福富下分 2827-51  

普通車両：3台 

ジャンボ：2台 

・タクシー運転代行 

・コミュニティーバス 

・空港リムジンタクシー 

資料：佐賀県バス・タクシー協会 HP 

 

 

図 ７２ タクシー事業所位置図 
資料：国土数値情報、令和 6 年都市計画基礎調査、交通事業者 HP  
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３-６-２.貸切バス 

白石町内の貸切バス事業者は 1 社となっており、町内に本社が立地しています。なお、本

事業者は、タクシー事業も実施しています。 

 

表 8 貸切バス事業者一覧 

NO. 事業者名 所在地 
車両数（町内） 

大型 中型 小型 計 

1 有限会社錦タクシー 杵島郡白石町大字坂田 491-10 0 0 4 台 4 台 

資料：佐賀県バス・タクシー協会 HP 

３-６-３.スクールバス 

白石町では令和 6（2024）年 4 月よりスクールバス運行委託を行っています。 

スクールバスは、町が 6 台（マイクロバス：定員 29 人）所有しており、登下校時に計 3 便

（登校時：１便、下校時：2 便）を基本として運行しています。その他、夏季休業中や休日の

部活動等においても随時運行しています。 

 

表 9 スクールバスの使用車両 

NO. 車名 車両用 台数 定員 

1 三菱ふそう ローザＰＲＯ 自家用 6 台 29 人 

資料：白石町資料 

 

３-６-４.自家用有償旅客運送（福祉有償運送） 

自家用有償旅客運送には、交通空白地有償運送と福祉有償運送の 2 種類があり、白石町内

においては福祉有償運送が行われています。 

白石町内で運行を行う福祉有償運送実施団体は 4 者となっており、そのうち 2 社は町内に

事業所が立地しています。 

 

表 10 福祉有償運送実施団体一覧 

NO. 団体名 所在地 
旅客の範囲 

身体 
障害 

精神 
障害 

知的 
障害 

要 
介護 

要 
支援 

チェッ
クリスト 

その
他 

特記 
事項 

1 
（社福）たち
ばな会 

嬉野市塩田町大字
五町田甲１３５４
番地１ 

○ ○ ○ － － － ○ － 

2 
（非営利）通
院送迎サービ
スふれあい 

佐賀市本庄町大字
本庄１１５３番地
１０ 

－ － － － － － ○ 
透析
患者
対象 

3 
（社福）蓮花
の会 

杵島郡白石町大字
新拓１４８１番地 

○ ○ ○ － － － － － 

4 
（一社）ひか
り 

杵島郡白石町大字
戸ケ里２９２８ 

○ ○ ○ － － － ○ － 

資料：福祉有償運送実施団体一覧（令和 6 年 3 月 1 日現在）（佐賀県）  
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４．アンケート調査結果 

４-１.住民アンケート調査 
 

４-１-１.調査の概要 

表 11 調査の概要 

 

４-１-２.調査の結果 

（１）公共交通の利用状況等 

直近の 1 か月で公共交通を利用した回答者は全体で約 1 割にとどまりほとんど利用されて

いない状況ですが、24 歳以下では約 5 割と若年層では利用割合が高くなっています。 

利用した公共交通機関としては約 9 割が「鉄道」、利用目的としては約 2 割が「通学」と

回答しています。 

 

図 ７３ 直近 1 か月の公共交通利用状況 

 
図 ７４ 利用した公共交通機関と利用目的  

83.6%

89.6%

87.8%

85.5%

44.4%

82.7%

6.9%

6.0%

10.9%

13.0%

55.6%

13.4%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢(後期)層:75～89歳(n=159)

高齢(前期)層:65～74歳(n=183)

中間(後期)層:45～64歳(n=221)

中間(前期)層:25～44歳(n=131)

若年層:15～24歳(n=72)

全体(n=768)

※ラベルは5.0％以上の項目のみ表示、年齢無回答除く

利用していない 利用した 無回答

86.4%

23.3%

5.8%

4.9%

4.9%

0% 50% 100%

鉄道(n=89)

路線バス(n=24)

予約制いこカー(n=6)

いこカー(n=5)

その他(n=5)
(n=103）

22.3%

19.4%

15.5%

14.6%

9.7%

8.7%

26.2%

2.9%

0% 10% 20% 30%

通学(n=23)

買い物(n=20)

飲食(n=16)

通勤・仕事(n=15)

趣味･習い事(n=10)

通院(n=9)

その他(n=27)

無回答(n=3) (n=103）

 概要 

調査手法 ・ 郵送による調査票の配布・回収 

調査対象 ・ 15 歳以上 90歳未満の住民 1,500人（無作為抽出） 

調査実施期間 ・ 令和 6（2024）年 10 月 25日（金）～令和 6（2024）11 月 15 日（金） 

主な調査項目 
・ 日常生活の移動実態（日々の買い物、特別な買い物、通院） 

・ 公共交通の利用の有無、利用実態、改善要望 など 

回収結果 ・ 768件（回収率 51.2％） 
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（２）公共交通を利用する際の乗り継ぎ状況 

直近の 1 か月で公共交通を利用した回答者に対して乗り継ぎの状況を確認すると、約 3 割

が「乗り継ぎがある」と回答しています。 

乗り継ぎ前後の交通機関は「鉄道⇔鉄道」が突出しており、具体的に乗り継ぎを行う駅と

しては「江北駅」が多くなっています。 

 

 

図 ７５ 公共交通利用時の乗り継ぎの有無 

 

 
図 ７６ 乗り継ぎ前後の交通機関 

  

72

69.9%

27

26.2%

4

3.9%

乗り継ぎはない

乗り継ぎがある

無回答

(n=103）

18

4

1

1

1

2

0 5 10 15 20

鉄道⇔鉄道

鉄道⇔路線バス

いこカー（福富線）⇔鉄道

あいのりタクシー福富線⇔鉄道

その他（飛行機）⇔鉄道

無回答
(n=27）

（人）

NO. 乗り継ぎを行う駅 件数 

1 江北駅 12 

2 佐賀駅 6 
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（３）公共交通利用者の不満 

公共交通を利用する上での不満としては「運行便数が少ない」が突出しており、次いで

「自宅へ帰るときに公共交通を待っている時間が長い」「雨などの悪天候時に野外で待ち続

けるのが大変」などの回答が多くなっています。 

 

図 ７７ 公共交通利用者の不満 

 

  

61.2%

22.3%

18.4%

15.5%

14.6%

14.6%

11.7%

10.7%

10.7%

6.8%

6.8%

5.8%

2.9%

2.9%

2.9%

18.4%

12.6%

運行便数が少ない(n=63)

自宅へ帰るときに公共交通を待っている時間が長い

(n=23)

雨などの悪天候時に屋外で待ち続けるのが大変(n=19)

鉄道や路線バスの運賃が高い(n=16)

目的地となる施設からバス停・駅が遠い(n=15)

鉄道や路線バス、いこカー等の駅・バス停まで距離が離

れていて歩くのが大変(n=15)

西九州新幹線開業による大幅なダイヤ改正等により遠方

への移動が手間になった(n=12)

鉄道や路線バス、いこカー等の乗り換え時間が長い

(n=11)

乗車のたびに硬貨などで運賃を払わなければならず面倒

(n=11)

目的地に到着するまでに乗車している時間が長い(n=7)

どの路線バスやいこカーに乗れば目的地に行くことがで

きるのか分からない(n=7)

希望の目的地へ行ける公共交通機関がない(n=6)

バス車両の段差が高くて乗り降りしにくい(n=3)

バス停が古い・汚い等で使いたくない(n=3)

遅延が多い(n=3)

その他(n=19)

無回答(n=13)

0 20 40 60 80

回答率（％）

(n=103）
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（４）公共交通“非利用者”の不安等 

公共交通を利用しない理由としては「車やバイクなどの方が、目的地に早く到着できて便

利だから」が突出しており、次いで「車やバイクなどの方が、目的地まで乗り換えせずに移

動できて便利だから」などの回答が多くなっています。 

 

図 ７８ 公共交通を利用しない理由 

 

仮に公共交通を利用する場合の心配や不安などについては「心配・不安などは特にない」

が突出していますが、次いで「バス停・駅などでの待ち時間が分からない」などの回答が多

くなっています。 

 

図 ７９ 公共交通の利用を考える際の心配や不安  

68.2%

12.4%

3.6%

3.3%

1.1%

0.9%

0.5%

0.5%

2.5%

6.8%

車やバイクなどの方が、早く目的地に到着できて便利

だから(n=433)

車やバイクなどの方が、目的地まで乗り換えせずに移

動できて便利だから(n=79)

自宅から鉄道・路線バス等の駅やバス停までが遠いか

ら(n=23)

複数の用事を済ませるときに公共交通では目的地間の

移動が不便だから(n=21)

目的地からバス停や駅までが遠いから(n=7)

鉄道やバスの便がちょうど良い時間にないから(n=6)

鉄道やバスの運賃が高いから(n=3)

予約制いこカーの予約方法が手間だから(n=3)

駅やバス停付近に駐車場や駐輪場がないから(n=1)

その他(n=16)

無回答(n=43)

0 20 40 60 80

回答率（％）

(n=635）

50.2%

19.5%

16.2%

15.6%

11.0%

10.9%

8.3%

8.0%

心配･不安などは特にない(n=319)

バス停・駅などでの待ち時間が分からない(n=124)

目的地までの所要時間が分からない(n=103)

運賃がどの程度かかるか分からない(n=99)

利用方法が分からない(n=70)

どこに行くことができるのか分からない(n=69)

その他(n=53)

無回答(n=51)

0 10 20 30 40 50 60

回答率（％）

(n=635）
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４-２.民生委員アンケート調査 
 

４-２-１.調査の概要 

表 12 調査の概要 

 

４-２-２.調査の結果 

（１）担当地区の実情 

担当する地区において、ご自身で出かける『以外』の買い物手段が「ある」という回答が

約 8 割、ご自身で出かける『以外』の通院手段が「ある」という回答が約 6 割、自家用車に

よる移動支援（高齢者などの自由に移動することが困難な方に対して、ご近所やボランティ

アなどによる移動支援）についても、約 3 割が「ある」と回答しています。 

ご自身で出かける『以外』の具体的な買い物手段・通院手段は、家族や親族の送迎等がど

ちらも多くなっています。 

 

図 ８０ 担当地区の実情 

 
図 ８１ ご自身で出かける『以外』の具体的な買い物手段・通院手段  

76.9%

58.5%

26.2%

21.5%

40.0%

66.2%

1.5%

1.5%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ご自身で出かける『以外』の買い物手段

ご自身で出かける『以外』の通院手段

自家用車による移動支援の実態

ある ない 無回答

62.0%

54.0%

36.0%

16.0%

0.0%

0% 50% 100%

親族や近所の方に代わりに買い

物に行ってもらっている(n=31)

移動販売・訪問販売を利用して

いる(n=27)

電話やインターネットなどで注

文し届けてもらっている（宅

配・通販サービスなど）(n=18)

その他(n=8)

無回答(n=0)
(n＝50)

34.2%

68.4%

2.6%

0% 50% 100%

往診や訪問診療など

を利用している

(n=13)

その他(n=26)

無回答(n=1)

(n＝38)

 概要 

調査手法 ・ 民生委員の定例会において調査票を配布・回収 

調査対象 ・ 民生委員（主任児童委員を含む）：計 71 人 

調査実施日 ・ 令和 6（2024）年 11 月 8日（金）民生委員協議会 

主な調査項目 
・ 地区の実情（買い物、通院、移動支援、送迎サービスの有無等） 

・ 外出に関する「困りごと」 など 

回収結果 ・ 65 人から回収 

家族や親族の送迎等 
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（２）移動に関する「困りごと」 

担当する地区において、路線バスやコミュニティ交通などの移動サービスを利用できなく

て困っている状況は「ない」と回答した方が多くなっていますが、全エリアにおいて「あ

る」との回答も一定数みられ、特に福富エリアの半数程が「ある」と回答しています。 

 

図 ８２ 移動サービスを利用することができなくて困っている状況 
 
 

移動サービスを利用できなくて困っている理由としては、「バス停から目的地が遠い」と

いった回答が多くなっており、そのほとんどが福富エリアの回答になっています。 

 
図 ８３ 移動サービスが利用できない理由 

 
 

現在、移動サービスを利用できない方が利用できそうな支援･サービスについては、「予約

制いこカーの予約方法などについて説明会の実施」との回答が比較的多くなっています。 

 

図 ８４ 利用できそうな支援･サービス  

53.8%

23.8%

18.8%

14.3%

26.2%

46.2%

66.7%

68.8%

85.7%

67.7%

9.5%

12.5%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福富エリア(n=13)

有明エリア(n=21)

白石・北明エリア(n=16)

須古・六角エリア(n=14)

全体(n=65)

ある ない 無回答 ※エリア無回答は除く

14.3%

33.3%

11.8%

40.0%

33.3%

50.0%

23.5%

85.7%

20.0%

33.3%

47.1%

14.3%

50.0%

11.8%

14.3%

40.0%

33.3%

100.0%

35.3%

20.0%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220%

福富エリア(n=7)

有明エリア(n=5)

白石・北明エリア(n=3)

須古・六角エリア(n=2)

全体(n=17)

利用方法が分からない 目的地側のバス停などで一定時間待つことが難しい
バス停から目的地が遠い 運行する時間が目的に合わない
その他 無回答

14.3%

60.0%

33.3%

29.4%

14.3%

33.3%

11.8%

20.0%

33.3%

50.0%

17.6%

14.3%

40.0%

33.3%

23.5%

28.6%

33.3%

17.6%

28.6%

40.0%

33.3%

50.0%

35.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220%

福富エリア(n=7)

有明エリア(n=5)

白石・北明エリア(n=3)

須古・六角エリア(n=2)

全体(n=17)

予約制いこカーの予約方法などについての説明会の実施
目的地の近くまでバスなどが運行する
運行する時間を見直す
そもそも移動サービスを利用すること自体が難しい（外出が難しいなど）
その他
無回答



48 

 

５．地域が目指す将来像と公共交通に求められる役割 

５-１.地域が目指す将来像 
 

白石町の最上位計画である「第 3 次白石町総合計画」においては、「人と大地が うるおい 

輝く 豊穣のまち」を基本理念として、その実現に向けて 6 つの章、19 の節で構成されるまち

づくり大綱が示されています。 

そのため、本計画においても、「第 3 次白石町総合計画」に示された基本理念、まちづく

り大綱の実現に向けて、公共交通に係る取り組みを進めていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ８５ まちづくりの大綱（本計画で特に考慮すべき施策を抜粋） 
資料：第 3 次白石町総合計画  

●基本理念 
 

 

●まちづくりの大綱 

 

 

 

 

 

 

■施策３１：脱炭素社会・循

環型社会の構築 

自然との共生と適正な資源

循環に努め、町民、事業

者、行政が互いに協力して

環境保全活動を実践する

等、環境にやさしい持続可

能なまちづくりを進める。 

人と大地が うるおい 輝く 豊穣のまち 

■施策１０：町民の交通手段

の確保 

移動制約者の通院や買い物

など身近な移動手段とし

て、また、通勤・通学して

いる人のために公共交通機

関の確保に努める。 

■施策２３：観光振興 

自然や有明海などの特性を

活かしながら、広域連携に

よる観光ルートの開発や文

化財などの観光資源を再認

識するとともに、それらの

観光資源をネットワーク化

した観光ルートを設定し、

交流人口拡大を目指す。 

また、道の駅しろいしを拠

点として人・モノ・情報を

積極的に交流させ、より多

くの人に白石町の良さを伝

えるとともに、新しい人の

流れをつくる。 

第 1 章 ゆとりある快適な住みよいまち 
 
第１節 生活基盤の充実 
第２節 災害に強く安全・安心な生活環境の整備 
第３節 体系的な交通網の整備・充実 

町の基盤整備 

第２章 健やかで安心できるやさしいまち 
 
第１節 子育て支援の充実 
第２節 地域・高齢者・障がい者（児）福祉の充実 
第３節 保健・医療体制の充実 
第４節 社会保障の充実 

保健・福祉の 
充実 

第３章 活気と魅力のある豊かなまち 
 
第１節 農林水産業の振興 
第２節 商工業の振興 
第３節 観光の振興 
第４節 新たな地域活力の創出 

産業の振興 

第４章 個性豊かな人と文化を育むまち 
 
第１節 個性豊かで優れた人材の育成 
第２節 生涯学び楽しめる環境の充実 
第３節 地域文化の伝承と新たな魅力の創出 

教育文化の 
向上 

第５章 自然環境と共生するまち 
 
第１節 緑の保全や創出 
第２節 環境にやさしいまちづくり 

自然環境の 
保全 

第６章 参加と協働で築く町民主体のまち 
 
第１節 参加と協働の促進 
第２節 人権の尊重と男女共同参画の推進 
第３節 健全な行財政運営の推進 

町民参加・ 
町民協働 
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５-２.関連分野における公共交通への期待 
 

ここでは、各種計画から特に公共交通に関わる部分を抜粋することで、関連分野における

公共交通への期待を整理しました。 

 

（１）白石町都市計画マスタープラン（計画期間：平成 22（2010）～令和 12（2030）年度） 

白石町における都市計画の基本的な方針となる「都市計画マスタープラン」では、『豊か

な田園・集落と人が末永く共生するまち』を将来像として、4 つの目標の実現に向けた都市計

画の考え方が示されています。 

将来都市構造図では、白石地区の中心市街地を「地域拠点地区」、有明・福富地区の中心

を「生活拠点地区」と位置づけ、それに連たんする幹線道路沿道からなるゾーンを「幹線道

路沿道エリア」と位置づけています。このゾーンは、白石町の主要な都市機能が集積、一定

の社会基盤の整備が整っており、周辺地域からの鉄道・バスなどの公共交通機関の活用が可

能であるなど、自家用車利用者以外の人にとっても利便性の確保が図れるゾーンとしていま

す。 

 

図 ８６ 将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

【公共交通の整備方針】 

 町民の生命線として生活の足をまもるため、持続可能な公共交通体系を維持してい

きます。 

 公共交通機関による主要拠点へのアクセス性の向上、利便性の向上を図ります。 

 公共交通機関の充実により、高齢者などの外出機会の増大を図り、まちの活性化を

狙います。 
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（２）白石町過疎地域持続的発展計画（計画期間：令和 3（2021）～令和 7（2025）年度） 

本計画では、白石町の過疎地域の人々、自然環境、伝統文化などの地域の持つ資源を活用

した地域づくりを展開するため、6 つの柱から成る基本方針が示されています。 

「地域の一体化」と「地域全体の発展」という新たな視点からのまちづくりを推進してい

くこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）白石町観光振興基本計画（計画期間：平成 28（2016）～令和 7（2025）年度） 

本計画では、『魅力ある自然と暮らしが体験・実感できる観光まちおこし』を観光振興の

コンセプトとして、3 つの基本方針の実現に向けた考え方が示されています。 

白石町の観光振興は、「観光」を単体で取り組むのではなく、「観光」を視野に入れた町

民が主体となった住み心地の良いまちづくり、すなわち「観光まちおこし」を進めていくも

のとしています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）佐賀県地域公共交通計画（計画期間：令和 4（2022）～令和 8（2026）年度） 

佐賀県政が目指すべき将来像である「人を大切に、世界に誇れる佐賀づくり」を実現する

ため、佐賀県地域公共交通計画の目指すべき将来像を掲げ、持続可能な地域交通ネットワー

クの形成に向けた考え方が示されています。 

その中で、地域公共交通の意義・役割を整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【公共交通機関の整備】 
 町民の重要な足であるＪＲ長崎本線や国道を走る路線バスについては、町内の基幹

的な公共交通機関として位置づけ、地域の活性化や高齢者等のための路線維持と運
行便数の確保に努めます。 

 また、これらの公共交通機関を補完するため、実施しているコミュニティバス・タ
クシー事業の継続を行うことで、全町的な公共交通空白地の解消を図るものとしま
す。そのためには、利用者の増加に向け関係機関や利用者の利便性を考慮しながら
創意工夫を行っていきます。 

【観光アクセスの確保】 
 観光資源・施設を円滑にわかりやすく巡るために、道路、観光施設、人の多く集ま

る場所等に誘導案内標識を順次設置して、観光アクセスを確保します。 
 誘導案内標識の設置位置、デザイン、内容について調査・検討を行います。  
 町内の交通インフラ（駐車場、レンタサイクル等）の整備や町内を周回する「いこ

カー」の活用を検討します。  
 タクシーによる周遊観光の実現性について、観光事業者（タクシー協会等）と協同

して検討します。 

 県民の通学、通勤、通院及び買い物等の身近な移動手段として、県民一
人ひとりのくらしの基盤となり、県民の生活の質を担保します。特に、
自ら自家用車を運転できない高齢者、障がい者、児童生徒・学生及び妊
産婦等の移動制約者にとって、地域公共交通は必要不可欠な移動手段で
あり、利用したいときに利用できるものでなければなりません。 

 佐賀らしい「本物」志向の資源を活用した観光を促進し、国内外から観
光客が増加、地域経済にも好影響を与えています。地域公共交通は、観
光客等の来訪者の広域的な移動を支え、交流人口を拡大させるととも
に、コミュニティ活動など県民の外出機会、社会参画機会を担保する交
流の基盤としての役割を担います。 

 地域公共交通は、高齢者など移動制約者の移動に重要な役割を果たすと
ともに、外出機会が増え健康が増進されることが期待されます。また、
自家用車ではなく、公共交通で出かけることで、「まちなか」での歩行
者が増加し、まちの賑わい創出にもつながります。 

①くらし
の基盤 

②交流の
基盤 

③地域活
性化等 
の基盤 

地域公共交通
の意義・役割 
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５-３.これまでの取り組み・西九州新幹線の開業による変化 
 

５-３-１.これまでの取り組み 

（１）白石町のコミュニティ交通の変遷 

平成 16（2004）年まで運行していた、福富線（祐徳バス）の廃線に伴い、小城市と共同で

「あいのりタクシー」の運行を開始しました。 

白石町単独では、平成 17（2005）年の市町村合併後、地域の移動手段の確保策として「い

こカー」の運行を開始しました。その後、乗車実績等の検証をもとに再編を行い、平成 22

（2010）年に現在の形となっています。 

表 13 コミュニティ交通の変遷 

 白石町単独 小城市と共同 

平成 16（2004）年 ― 
あいのりタクシー 

（路線定期運行） 

平成 17（2005）年 いこカー8路線（路線定期運行） 
 

平成 22（2010）年 
いこカー2路線（路線定期運行） 

予約制いこカー4路線（区域運行） 

 

～現時点 
  

 

（２）近年の開発動向 

●有明海沿岸道路（佐賀福富道路）の開通 

福岡県大牟田市と佐賀県鹿島市を結ぶ延長約 55km

の地域高規格道路です。そのうち、佐賀市嘉瀬町か

ら白石町福富までの約 10.5 ㎞の区間である「佐賀福

富道路」が令和 3（2021）年 7 月に開通しました。 

 

 

 

                                       図 ８７ 佐賀福富道路の位置 
資料：地域高規格道路 佐賀福富道路（佐賀県） 

 

●道の駅しろいしの立地 

令和元（2019）年 6 月、白石町大字福富下分

に、面積約 8,900 ㎡の一体型（道路管理者と市町

村長が共同で整備）の道の駅が開業しました。 

 

 

 

 

                                     図 ８８ 道の駅しろいし 
資料：第 3次白石町総合計画  

 国道 444 号の交通渋滞が緩和 

 白石町から佐賀市への所要時間が短縮 

 佐賀国際空港等へのアクセス性向上 

 福岡市方面への移動コスト削減 

 令和 5（2023）年に累計 100 万人の買い物客を突

破 

 地域の拠点としての役割を担い、新しい人の流れ

を創出 
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５-３-２.西九州新幹線の開業による変化 

（１）西九州新幹線の概要 

令和 4（2022）年、武雄温泉駅～長崎駅間を結ぶ約 66km の西九州新幹線が開業し、江北駅

から長崎方面への広域の移動手段が確保されました。 

西九州新幹線の開業により、江北駅から肥前鹿島駅へ接続する普通列車は 36 本/日から 42

本/日に増便された一方で、在来線特急の江北駅～肥前鹿島駅間（45 本/日から 14 本/日）や

諫早方面への路線（45 本/日から 7 本/日）が大幅に減便されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ８９ 西九州新幹線の開業前後の鉄道の運行頻度 
資料：JR九州 HP（2022年 9 月 23日ダイヤ改正） 

（２）住民の移動実態の変化 

住民アンケートによると、西九州新幹線の開業後の鉄道の利用頻度は、「増えた」が 0.9％

に対して、「減った」が 11.2％となっており、鉄道利用が「減った」と回答した方が多い状

況となっています。 

 

図 ９０ 西九州新幹線の開業前後の鉄道の利用頻度 
資料：住民アンケート調査 

  

7

0.9%

189

24.6%

47

6.1%
39

5.1%

428

55.7%

58

7.6%
増えた

変わらない

減った

以前は利用していたが全く利用しなくなった

以前も現在も利用していない

無回答

(n=768）
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鉄道を利用する機会が減った理由しては、「目的地までの便数が減って使いにくくなっ

た」との回答が多くなっています。 

 

図 ９１ 鉄道を利用する機会が減った理由 
資料：住民アンケート調査 

 

５-３-３.これまでの取り組み・変化の検証・整理 
 

「これまでの取り組み」や「西九州新幹線の開業による変化」を踏まえると、白石町にと

ってプラスの変化・マイナスの変化がみられ、それらを考慮した計画策定が求められます。 
 

表 14 白石町に対する様々な変化（プラス・マイナスの変化） 

 これまでの取り組み結果 期待・懸念事項 

プ

ラ

ス

の 

変

化 

観光入込客数
の増加 

有明海沿岸道路（佐賀福富道路）の開通
によって、白石町から佐賀市、福岡市へ
のアクセス性が向上しています。加え
て、目的地となる「道の駅しろいし」の
立地により、近隣市町等から白石町に訪
れる観光客数が増加しました。 

佐賀福富道路の開通により近隣市町へ
の観光・交流の「玄関口（起終点）」の
一つとなることで、周辺地域も含めた
“人の流れ”が活発になり、今後さらに
観光入込客数が増加していくことが期
待されます。 

人口流入 
および 
企業立地 
需要の増大 

有明海沿岸道路（佐賀福富道路）の開通
によって、佐賀市や福岡市への利便性が
向上し、移動（輸送）コストが削減され
ました。 

将来推計人口では、今後も白石町の人口
減少が進展する見込みですが、開通効果
により人口流入や企業立地需要の増大
が期待されます。 

マ

イ

ナ

ス 

の

変

化 

交通ネット 
ワークの変化 

JR 長崎本線（江北駅～長崎駅間）の在
来線特急の運行本数が大幅減便したた
め、白石町にとって「肥前鹿島駅」以上
に「江北駅」の広域交通としての重要度
が増しました。 

現状の交通ネットワークの前提となっ
ている「肥前白石駅」への他交通モード
の接続だけではなく、「江北駅」までの
移動手段の確保が求められます。 

車への 
過度な依存 

在来線特急の減便により、特に有明エリ
ア等に多い「肥前鹿島駅」利用者の広域
移動の利便性が低下しています。 

有明海沿岸道路（佐賀福富道路）の開通
によって、車移動に関する利便性が向上
し、車への依存度が高まる（運転免許の
返納が進まない）ことが懸念されます。 

  

59.3%

41.9%

19.8%

7.0%

0.0%

23.3%

14.0%

目的地までの便数が減って使いにくくなっ

た。(n=51)

目的地に行くのに、都合の良い時間帯の運

行がなくなった。(n=36)

乗り継ぎしないと目的地まで行けなくなっ

た。(n=17)

目的地までの所要時間が長くなり、使いに

くくなった。(n=6)

目的地までは路線バスを利用するように

なった。(n=0)

その他(n=20)

無回答(n=12)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

回答率（％）

(n=86）
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５-３-４.公共交通に求められる役割 
 

地域が目指す将来像や関連分野における公共交通に対する期待、これまでの取り組み・西

九州新幹線の開業による変化等から、白石町の地域公共交通に求められる役割を以下の通り

整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ９２ 白石町の公共交通に求められる役割  

①  

〇住民の生活を支える拠点（特に白石地域拠点）に人が集まりやすい交通環境を整備する

ことで、都市機能の立地を維持し、人口減少が進む中でもまちの持続性を高める役割 

〇地域住民の交流を促進し、まちの活性化に繋げる役割 

③高齢者等の日常生活の 

足を守る役割 

〇自ら自家用車を運転できない高

齢者、障がい者などの移動制約

者の移動を支える役割 

〇高齢者等の社会参加等の外出を

支援することで、健康増進に繋

げる役割 

②通学等による町内外への 

移動手段を維持・確保する 

役割 

〇町内の通学手段等の維持・確保

に加え、町内で完結しない通学

等の移動を支える役割 

関連分野における公共交通への期待 

（上位・関連計画） 

【上位計画】 

 第４次白石町総合計画 

 佐賀県地域公共交通計画 

【関連計画】 

 白石町都市計画マスタープラン 

 第３期白石町まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

 白石町人口ビジョン 

 白石町国土利用計画 

 白石町過疎地域持続的発展計画 

 第３期白石町地域福祉計画 

 第７期白石町高齢者福祉計画 

 第７期白石町障害福祉計画、第３

期白石町障害児福祉計画 

 白石町観光振興基本計画 

 白石都市計画「都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針」 など 

これまでの取り組み・ 

西九州新幹線の開業による変化 

 

 これまでの取り組み結果 

 地域に対する様々な効果 

地域が目指す将来像（第４次白石町総合計画） 
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６．白石町における公共交通のあり方 

６-１.解決すべき課題 
 

白石町の地域や公共交通の現状・問題点、公共交通に求められる役割などを踏まえ、地域

が目指す将来像の実現に向けて、地域公共交通のなかで解決すべき課題を以下の通り整理し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題① まちづくりと連携した公共交通ネットワークの構築が必要 

商業施設や医療施設等の都市機能は、白石地域拠点を中心としてある程度集積しているの

に加え、住民の日々の買い物や通院先は町内で概ね完結しています。 

白石地域拠点に人が集まりやすい交通環境の整備を行い、まちづくりと連携した公共交通

ネットワークを構築する必要があります。 

課題③ コミュニティ交通の効率性や持続性を高めることが必要 

公共交通の利用者は年々減少傾向にあり、将来的には深刻な少子高齢化の影響により、移動

の総量が減少していく可能性が高いと考えられます。一方で、町の財政負担額は、物価・人

件費高騰等の影響により年々増加傾向にあります。 

また、平成 16（2004）年のあいのりタクシーから始まり、いこカー、予約制いこカーとい

った地域内の移動を支えるコミュニティ交通を導入していますが、コミュニティ交通全体

でみたときに、路線重複や乗り合いが発生していない状況があり、移動サービスの継ぎ足し

導入による支障が発生しています。 

コミュニティ交通の運行効率化を図り、効率性や持続性を高める必要があります。 

課題② 鉄道や路線バス等の町内外への移動手段を支えることが必要 

町外へ通学する学生が多く、公共交通の役割が重要となっています。 

白石町に暮らしながら、希望する町外へ通学等の移動ができるように、広域的な移動手段と

なる路線バスや鉄道等を支え、利用しやすい環境を整える必要があります。 

また、西九州新幹線の開業に伴い、白石町にとって公共交通拠点としての重要度が増した

「江北駅」へのアクセス手段の維持・充実を図ることで、住民の利便性や観光集客力の強化

等に繋げていく必要があります。 

課題④ 公共交通に対する住民の意識改革が必要 

町内では、予約制いこカーを始めとして町域を全て網羅する形で多様な公共交通が運行し

ていますが、住民の公共交通の利用頻度は低く、自家用車に依存している状況にあります。 

公共交通を利用していない住民が公共交通に関心を持ち、利用してみたいと思うような取

り組みが必要です。 

課題⑤ 多様な交通モード間の連携強化が必要 

町内には複数の移動手段が混在しています。 

鉄道や路線バス、コミュニティ交通等の既存の公共交通に加え、タクシー、スクールバス、

福祉有償運送等も含めた、地域の輸送資源を一体的にみたときに、交通ネットワーク全体と

しての役割の重複や連携が脆弱な部分がみられます。 

鉄道や路線バス、コミュニティ交通等の円滑な接続・シームレスな移動の実現や持続可能な

輸送サービスの確保に向け、多様な交通モード間の連携強化が必要です。 
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６-２.基本的な方針・計画の目標 
 

解決すべき課題を踏まえて、白石町における基本方針・計画の目標を以下の通り定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●主に通学手段として利用されている鉄道や路線バス等の広域交通体系について、コミュ

ニティ交通との連携や交通結節機能の強化により、町内全域から利用できる・利用しや

すい環境を整え、広域交通体系の確保・維持と有効活用を目指します。 

●また、町外からの移動手段となる広域交通体系を有効活用し、観光振興や地域住民の交

流人口の拡大、まちの活性化につなげます。 

基本方針①: 広域交通体系の確保・維持と有効活用 

目標①：町民の日常生活を支える移動手段の確保 

広域交通体系と「二次交通」となる移動サービスとの一体性を強化し、通勤・通学

手段などの日常生活の移動手段を確保します。 

 JR 長崎本線や路線バスへの接続強化などにより、広域的な移動利便性と持続性を高

めます。 

●主に高齢者の通院・買い物等の日常の外出手段として利用されているコミュニティ交通

について、多様な移動サービスとの役割分担を明確にしながら、移動需要に応じた運行

内容へと見直しを行うことで、効率性や持続性の向上を目指します。 

●また、過度な自家用車利用から、公共交通へと無理のない範囲での転換を促すことで、

公共交通の利用促進を目指します。 
 

基本方針②: コミュニティ交通が担う役割の明確化と利用促進 

目標②：移動サービスの適正化を図り公共交通の利便性を向上 

移動需要に応じた運行形態の変更や各種移動サービスの重複解消等によって、移動

サービスの「適正化」を図り、公共交通の「利便性」の向上・コストバランスの

「最適化」を図ります。 

また、インセンティブを設けるなどにより、自家用車に頼りすぎなくても生活でき

る環境を整備します。 

●鉄道や路線バス、コミュニティ交通等の既存の公共交通やその他の地域の輸送資源を一

体的に捉え、相互の連携を強化しながら、一体的なネットワークとして機能する公共交

通を目指します。 

●多様な移動サービスをシームレスに繋ぐことで公共交通全体の利用者数を増やし、持続

可能な公共交通体系の構築を目指します。 

基本方針③: 公共交通ネットワーク全体の一体性向上 

目標③：持続可能な公共交通体系の構築 

交通事業者・行政・公共交通利用者に加えて、地域住民や公共交通利用の目的地と

なる各種施設等（商業・医療・観光地など）なども広く巻き込むことで、多様な主

体が様々な形で公共交通の運営を支える仕組みを構築します。 
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６-３.目標の達成状況を評価するための指標 
 

計画の目標の達成状況を評価するための指標、およびそれぞれの指標の目標値を以下の通り

設定します。 

 

表 15 目標の達成状況を評価するための指標 

目標 No. 評価指標 
指標の定義 

［データの取得方法］ 
設定意図 

目標①： 

町民の日

常生活を

支える移

動手段の

確保 

①-1 
広域交通の 

利用者数 

• 路線バス（佐賀線）および

あいのりタクシーの利用者

数注 1 

［交通事業者資料・白石町

資料より］ 

• 広域交通の持続性向上に資する

施策展開により広域交通が通

勤・通学手段等として今後も引

き続き一定の利用者数が確保さ

れているか確認します。 

①-2 
白石町への 

観光客数 

• 白石町への観光客数 

［佐賀県観光デジタル人流

分析より］ 

• 広域交通の利便性向上に資する

施策展開により町外からの来訪

者が増加しているか確認しま

す。 

目標②： 

移動サー

ビスの適

正化を図

り公共交

通の利便

性を向上 

②-1 
コミュニティ 

交通の収支率 

• 予約制いこカーおよびあい

のりタクシーの経常収支率

（経常費用に対する経常収

益の割合） 

［白石町資料より］ 

• 公共交通の利便性向上に資する

施策展開によりコミュニティ交

通の収支率が改善されているか

確認します。 

②-２ 

コミュニティ 

交通に対する 

町の財政負担額 

• 予約制いこカーおよびあい

のりタクシーに対する白石

町の財政負担額注 2（公的資

金投入額） 

［白石町資料より］ 

• 移動サービスの適正化・最適化

に資する施策展開によりコミュ

ニティ交通の財政負担額が維

持・改善されているか確認しま

す。 

②-３ 
お試し乗車券の 

利用回数 

• 施策④の実施に伴い、住民

が実際に公共交通を利用し

た回数 

［白石町資料より］ 

• 公共交通の利用促進に資する施

策展開が有効的に活用されてい

るか確認します。 

目標③： 

持続可能

な公共交

通体系の

構築 

③-1 

住民の年間 

公共交通 

利用回数 

• 住民一人あたりの公共交通

の年間利用回数注 3 

［交通事業者資料・白石町

資料・佐賀統計情報館（佐

賀県）より］ 

• 一体的な交通ネットワークの整

備に資する施策展開により住民

の公共交通利用者数が増加して

いるか確認します。 

③-2 

公共交通関連 

施策に関わる 

施設･団体数 

• 施策④･⑤･⑥の実施に関わ

る施設･団体等の数注 4 

［白石町資料より］ 

• 公共交通体系の持続性に資する

施策展開により公共交通の運営

を支える仕組みが構築されてい

るか確認します。 

 

注 1：鉄道は対象外とします。 

注 2：コミュニティ交通の財政負担額を確認するため現況値にはいこカーの財政負担も含めます。 

注 3：公共交通の利用回数は鉄道（肥前白石駅、肥前竜王駅）、路線バス（佐賀線）、コミュニティ交通を対象と

します。また、人口は佐賀統計情報館（佐賀県）の公開データを使用します。 

注 4：行政機関･交通事業者は対象外とします。 
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表 16 評価指標の現況値と目標値 

目標 No. 評価指標 単位 
現況値 

(基準年) 
目標値 目標値設定の考え 

目標① 

①-1 
広域交通の 

利用者数 
万人/年 

6.5 

(R6年度) 
9.4 

• 直近 5 年間のトレンド推計で

は下方トレンドとなります。 

• そのため、過去 5 年間の最大

値となる 9.4万人（令和 5年

度）を目標値に設定します。 

①-2 
白石町への 

観光客数 
千人/年 

842 

(R6年度) 
1010 

• 令和 4（2022）～令和 6

（2024）年のトレンド推計に

よって目標値を設定します。 

目標② 

②-1 
コミュニティ 

交通の収支率 
％ 

9.0 

(R6年度) 
20.0 

• 直近 5 年間のトレンド推計で

は下方トレンドとなります。 

• そのため、過去 5 年間の最大

値となる 20％（令和 3 年度）

を目標値に設定します。 

• なお目標値時点ではいこカー

の廃止を検討しているため、

いこカーの財政負担額を 0と

した場合の最大値とします。 

②-２ 

コミュニティ 

交通に対する 

町の財政負担額 

万円/年 
3,100 

(R6年度) 
3,100 

• 利便性向上や移動サービスの

適正化・最適化により、現行

同程度の財政負担額を維持す

ることを目標に設定します。 

②-３ 
お試し乗車券の 

利用回数 
回/年 

0 

(R7年度) 
50 

• 新たな取り組みであることを

考慮し、毎年 10件程の上昇

を目標に設定します 

目標③ 

③-1 

住民の年間 

公共交通 

利用回数 

回/人･年 
29.4 注 1 

(R6年度) 
31.0 

• 令和 2（2020）～令和 6

（2024）年のトレンド推計に

よって目標値を設定します。 

③-2 

公共交通関連 

施策に関わる 

施設･団体数 

件/年 
0 

(R7年度) 
10 

• 新たな取り組みであることを

考慮し、毎年 2 件程の上昇を

目標に設定します 
 
注 1：公共交通の利用回数は対象路線・駅を使用した人は全て白石町民として算出しています。そのため実数とは

異なります。 
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６-４.取り組みの方向性と施策の概要 
 

基本方針を踏まえたうえで、計画の目標を実現していくため、以下のような方向性で取組

を進めます。なお、それぞれの方向性と計画の目標の関連性についても合わせて示します。 

 

６-４-１.取り組みの方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

[方向性①] 
コミュニティ交通の 
利便性向上に向けた 
運行形態の見直し 

 コミュニティ交通のうち利用が低迷する移

動サービスについては、利用者ニーズにあ

わせた運行形態の見直しなども実施しなが

ら、需要に応じたサービス水準の適正化を

推進することで、コミュニティ交通の利便

性向上を図ります。 

①  

 

● 

 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

② 

 

● 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

[方向性②] 
通勤・通学のための 
移動手段の整備 

 通勤･通学などで重要な役割を担っている

広域交通体系を有効活用していくため、特

急列車が停車する JR 江北駅への接続を強

化し、白石町に暮らしながら希望する町外

への移動できるような移動サービスを確保

します。 

[方向性③] 
複数の移動サービス
の連携強化 

 コミュニティ交通間の乗り継ぎなど、乗り

継ぎの利便性を高めることで、公共交通全

体の利用を促しながら複数の移動サービス

の連携を強化します。 

[方向性④] 
自家用車から 
公共交通への転換に 
向けた意識醸成 

 公共交通の重要性・必要性に対する住民の

共通認識の形成や、公共交通を積極的に利

用する意識の醸成を図ります。 

 利用喚起に向けた取組を推進することで自

家用車から公共交通への転換を図ります。 

［方向性⑤］ 
関連分野･多様な 
主体との連携の促進 

 スクールバス等関連分野で実施されている

移動支援策について公共交通施策との役割

分担を検討し、関連分野も含めた移動サー

ビス全体としての最適化を図ります。 

 目的地となる施設等と連携することなどを

通じて、地域全体で移動サービスを支える

仕組みの構築を検討します。 

【取り組みの方向性】 【方針・目標との関連性】 

[方向性]          [概要] 



60 

 

６-４-２.施策の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［施策②］あいのりタクシーの運行ルートの見直し 

［施策①］いこカー・予約制いこカーの見直し 
施策①-1：いこカーから予約制いこカーへの移動需要の集約 

 

 
  
施策①-2：予約制いこカーのエリア区分の見直し 

 
  
施策①-3：AI オンデマンド交通※の導入 

 

 利用実態を踏まえ、いこカー牛間田横手線・福富線は廃止し、予約制いこカー

への移動需要の集約を図ります。 

  

方向性 

① 
 予約制いこカーの運行エリアを現状の 4 エリアから 1 エリア（白石町全域）に

統合を検討します。 

 予約制いこカーの利便性や効率性を高めるため、AI(人工知能)を活用した予約･

配車システムを導入します。 

 あいのりタクシーは、利用実態や住民要望を踏まえて「道の駅しろいし～江北

駅」への運行ルートに変更します。 

方向性 

② 

［施策③］乗り継ぎ割引の適用拡大 

 予約制いこカー⇔あいのりタクシーの乗り継ぎについては、乗り継ぎ割引を導

入し、公共交通ネットワークの機能向上を図ります。 

方向性 

③ 

［施策④］運転免許返納を後押しする施策の展開 
施策④-1：乗り方教室の実施 

 
  
 

施策④-2：「お試し乗車券」の配布  

 
  

［施策⑤］公共交通の利用促進・意識醸成 
施策⑤-1：白石町公共交通ガイドブックの作成 

 
   
施策⑤-2：モビリティ・マネジメントの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 運転免許返納者や高齢者等を対象に、公共交通の利用方法などを周知する「乗

り方教室」を開催します。 

  

方向性 

④ 

 運転免許返納者等を対象に、無料あるいは割引運賃で公共交通を利用できる

「お試し乗車券」を配布します。 

  

  

  

 町の公共交通全体に関する公共交通マップを作成します。 

 コミュニケーションを通じて、公共交通を移動手段の選択肢として認識しても

らい利用を促す、「モビリティ・マネジメント」を実施します。 

  
［施策⑥］多様な主体が移動サービスを支える仕組みの構築 

 外出の目的地となる施設が負担金・協賛金などの形で運行経費の一部を負担

し、利用者へ公共交通の利用を促す等、多様な主体が移動サービスを支える仕

組みの構築を検討します。 

方向性 

⑤ 

※AI オンデマンド交通：利用者の予約情報をもとにAI が最適な運行ルートを算出し、乗合型で柔軟に運

行する交通サービス。国の MaaS 施策の一環として導入が進められています。 
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６-４-３.施策の展開イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策②： 
あいのりタクシーの
運行ルートの見直し 

施策①-2： 

予約制いこカーのエリア区分の見直し 

施策①-3： 
AI オンデマンド交通の導入 

★町全域で展開する施策 
施策③：乗り継ぎ割引の適用拡大 
施策④：運転免許返納を後押しする施策の展開 
施策⑤：公共交通の利用促進・意識醸成 
施策⑥：多様な主体が移動サービスを支える仕組みの構築 

施策①-1： 
いこカーから予約
制いこカーへの移
動需要の集約 
（牛間田横手線） 

施策①-1： 
いこカーから予約
制いこカーへの移
動需要の集約 
（福富線） 
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６-５.公共交通の役割と地域公共交通確保維持事業の必要性 
 

６-５-１.白石町における公共交通の役割 

白石町においては、多様な交通モードが以下のような役割を担いながら相互に連携し、

“一体的なネットワーク”として住民や来訪者に必要な移動サービスを持続可能な形で確保･

維持していくこととします。 
 

表 17 白石町における公共交通の役割 

位置 
付け 

区分 路線・系統等 役割 確保・維持策 

地
域
間
幹
線 

鉄道 
(JR在来線) 

• JR 長崎本線 
• 町内ならびに隣接市
町の各拠点を連絡し
ます。 

• 交通事業者と協議の上、一定
以上の運行を確保します。 

路線バス 
• 佐賀線（祐徳神
社前～江北駅前
～佐賀駅 BC） 

• 地域公共交通確保維持事業
（地域間幹線系統）を活用し
持続可能な運行を目指しま
す。 

支
線 

あいのりタ
クシー 

• 道の駅しろいし
～江北駅 • 町内を運行し、軸と

なる地域間幹線など
に接続します。 

• 地域公共交通確保維持事業
（フィーダー系統）を活用し
持続可能な運行を目指しま
す。 

予約制 
いこカー 

• エリア未定 

その他 

• 乗用タクシー 
• 貸し切りバス 
• スクールバス 
• 自家用有償運送 
• 互助（ボランテ
ィア）輸送 等 

• 路線バスや予約制い
こカーなどでは対応
しにくい目的や移動
を担い補完します。 

• 利用状況やニーズなどを踏ま
えて活用します。 

 

６-５-２.地域公共交通確保維持事業の必要性 

以下に示す路線･系統などについては、地域公共交通確保維持事業(地域間幹線系統･地域内

フィーダー系統)を活用しつつ、運行を確保･維持していくこととします。 
 

表 18 地域公共交通確保維持事業の必要性 

位置付け 路線・系統等 地域公共交通確保維持事業の必要性 

地域間 
幹線系統 

佐賀線（祐徳神
社前～山口駅前
～佐賀駅 BC） 

• 佐賀市・江北町・鹿島市と白石町を結ぶ路線として通学・通勤・
通院・買い物などに大きな役割を持ち、地域公共交通確保維持事
業（幹線補助）による運行を確保･維持する必要があります。 

地域内 
フィーダー

系統 

あいのりタクシ
ー（道の駅しろ
いし～江北駅） 

• 白石町の福富エリアから鉄道駅への移動手段としての役割を担う
とともに、江北駅で佐賀線や広域交通（新幹線）との接続を可能
とするなど、地域間幹線を補完する欠かせない路線です。 

• 一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難し
く、地域公共交通確保維持事業(フィーダー系統)による運行を確
保･維持する必要があります。 

予約制いこカー 
（エリア未定） 

• 既存運行エリアの大幅見直しに伴い住民生活を支える各種施設へ
の新たな移動手段としての役割を担うとともに、地域間幹線とも
接続をしているため、町外への広域移動も可能とするなど、地域
間幹線を補完する重要な交通モードです。 

• 一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難し
く、地域公共交通確保維持事業(フィーダー系統)による運行を確
保･維持する必要があります。 
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６-５-３.補助系統に係る事業および実施主体の概要 

地域公共交通確保維持事業の対象となる事業及び実施主体の概要は以下の通りです。 

なお、下表には計画期間中に新たに運行を開始（再編）することを想定している系統(本計

画策定時には未運行)も含みます。 

 

表 19 補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

系統名 起点 経由地 終点 運行の態様 実施主体 
補助事業の

活用 

路線バス_佐賀線 
（祐徳神社前～山
口駅前～佐賀駅 
BC） 

• 祐徳
神社
前 

• 江北
駅前 

• 佐賀
駅 BC 

• 路線定期運行 • 交通事業者 • 幹線補助 

あいのりタクシー 

• 道の
駅し
ろい
し 

― 
• 江北
駅 

• 路線定期運行 

• 白石町（交通
事業者へ運
行委託（4 条
乗合）） 

• フィーダ
ー補助 

予約制いこカー • エリア未定 • 区域運行 

• 白石町（交通
事業者へ運
行委託（4 条
乗合）） 

• フィーダ
ー補助 
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７．目標を達成するための施策 

７-１.［施策①］いこカー・予約制いこカーの見直し 
 

 

 

 

施策①-1：いこカーから予約制いこカーへの移動需要の集約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ９３ いこカーの廃止（イメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ交通のうち利用が低迷する移動サービスについては、利用者ニーズにあわせた運

行形態の見直しなども実施しながら、需要に応じたサービス水準の適正化を図り、コミュニティ

交通の利便性の向上を図ります。 

いこカーの 2 路線（牛間田横手線、福富線）は廃止します。 

いこカーで担っていた移動需要については、「施策①-2：予約制いこカーのエリア区分の見

直し」によりカバーします。 

牛間田横手線の平均利用者数は 1.5 人/便以下、福富線の平均利用者数は 0.3 人/便以下

となっていることに加え、空便率（乗車人数 0 人の運行本数/総運行本数）は、牛間田横手

線で 45％程度、福富線で 75％程度と、利用そのものが顕著に低迷しています。 

また、牛間田横手線の白石駅行の第 1 便、いちい公園行きの第 4 便に関しては、有明南

小学校への通学利用がみられますが、有明南小学校の移転に伴い利用者数はさらに減少す

る見込みとなっています。※スクールバスの運行を検討中 

なお、いこカーについては、年間約 14 百万円の財政負担を行っている状況にあり、運行

効率化、接続性向上の観点から運行形態の見直しを検討していく必要があります。 

● 施策の背景･必要性 

利用者や沿線にお住いの方への十分な説明・周知が必要です。 

現時点でいこカーを利用されている方は、いこカーの廃止に伴い予約制いこカーへの移動

手段の転換が想定されます。予約制いこカーの利用者数の増加や移動パターンの複雑化が

想定されるため、新たな技術を活用した予約方法の導入なども検討していく必要がありま

す。 

いこカーは、予約制いこカーの運行時間外（8～17 時）も運行しているため、運行時間外の

利用者の取り扱いについて検討していく必要があります。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 
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図 ９４ いこカーの利用者数と空便率 

 

  

0%

28%

31%

61%

35%

60%

59%

54%

34%

69%

41%

45%

0% 50% 100%

白石駅行）1便(7:17)

白石駅行）2便(8:37)

いちい公園行）1便(10:00)

白石駅行）3便(10:37)

いちい公園行）2便(12:00)

白石駅行）4便(12:37)

いちい公園行）3便(13:30)

白石駅行）5便(14:07)

いちい公園行）4便(15:20)

いちい公園行）5便(16:20)

白石駅行）平均

いちい公園行）平均

1.0 3.6

2.3

4.5

1.3

1.5

0.5

1.0

0.5

0.4

0.7

2.4

0.4

1.5

1.2

0 1 2 3 4 5

白石駅行）1便(7:17)

白石駅行）2便(8:37)

いちい公園行）1便(10:00)

白石駅行）3便(10:37)

いちい公園行）2便(12:00)

白石駅行）4便(12:37)

いちい公園行）3便(13:30)

白石駅行）5便(14:07)

いちい公園行）4便(15:20)

いちい公園行）5便(16:20)

白石駅行）平均

いちい公園行）平均

病院 通学 通勤 買い物 その他

（人/日）

■いこカーの方向別便別利用者数（１日当たり）

86%

96%

39%

81%

34%

83%

51%

96%

66%

81%

74%

57%

93%

100%

75%

74%

0% 50% 100%

白石駅行）1便(7:20)

西住ノ江行）1便(7:57)

白石駅行）2便(8:32)

白石駅行）3便(9:22)

西住ノ江行）2便(10:00)

白石駅行）4便(10:40)

西住ノ江行）3便(11:20)

西住ノ江行）4便(12:30)

白石駅行）5便(13:10)

西住ノ江行）5便(14:37)

白石駅行）6便(15:40)

西住ノ江行）6便(16:17)

白石駅行）7便(17:10)

西住ノ江行）7便(17:57)

白石駅行）平均

西住ノ江行）平均

■いこカーの方向別便別空便率（１日当たり）

1.0

0.1

0.0

0.7

0.2

1.1

0.3

0.5

0.0

0.4

0.2

0.2

0.4

0.0

0.0

0.3

0.3

0 1 2 3 4 5

白石駅行）1便(7:20)

西住ノ江行）1便(7:57)

白石駅行）2便(8:32)

白石駅行）3便(9:22)

西住ノ江行）2便(10:00)

白石駅行）4便(10:40)

西住ノ江行）3便(11:20)

西住ノ江行）4便(12:30)

白石駅行）5便(13:10)

西住ノ江行）5便(14:37)

白石駅行）6便(15:40)

西住ノ江行）6便(16:17)

白石駅行）7便(17:10)

西住ノ江行）7便(17:57)

白石駅行）平均

西住ノ江行）平均

病院 通学 通勤 買い物 その他

（人/日）

有明南小学校
の移転に伴い、
通学利用は
減少見込み

牛間田横手 福富

牛間田横手 福富



66 

 

施策①-2：予約制いこカーのエリア区分の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 ９５ 予約制いこカーのエリア区分の見直し 

 

図 ９６ 新たに移動できるようになったエリアに関する運賃形態（イメージ）   

予約制いこカーの 4 エリア（白石・北明エリア、須古・六角エリア、福富エリア、有明エリ

ア）については、白石町全域を対象とした 1 エリアへの統合（移動範囲を拡大）を検討する

ことで、予約制いこカーの利便性向上・稼働の平準化を図ります。 

※自宅から特定目的地間の移動となる現在の運行形態（ドア to 施設型）は変更しません。 

また、既存エリアから、新たに移動できるようになったエリアについては、利用者負担の公

平性を高めるため、適切な運賃形態を検討します。 

予約制いこカーの平均利用者数は、有明エリアを除き 2.0 人/便以下となっており、乗り

合いが発生していない場合が多い状況となっています。また、予約制いこカーの稼働率は

約 3～7 割と、エリアによってばらつきがみられます。 

なお、利用者の目的地は、どのエリアからも共通して移動可能な区域内（役場庁舎周辺

エリア：A コープしろいし店、共立病院前、メディカルモールしろいし等）への移動が突出

しており、エリアを跨ぐ移動についても住民から要望があがっている状況です。 

● 施策の背景･必要性 

有明エリア 

福富エリア 
須古・六角エリア 

白石・北明エリア 

1 エリアへ統合 
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図 97 エリアの区分の見直しの検討フロ－ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最適なエリア区分を検討するため、現在の利用状況をもとにシミュレーションを実施しました。 

このシミュレーションでは、運行エリア・移動需要（現行同様の移動需要、現行の 2 倍の移動需要、

いこカーを含む移動需要）等の組み合わせから設定した複数ケースでシミュレーションを実施し、「予

約成功率」によって定量的に比較評価しています。 

 

【シミュレーションの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検証内容】 

①現行同様の予約が入った場合の予約成功率 

②現行の 2 倍の予約が入った場合の予約成功率 

③現行同様の予約＋いこカーの全利用者が利用したと仮定した場合の予約成功率 

 

【検証結果】 

 1 エリア統合 

① 100％ 

② 100％ 

③ 100％ 

 

 2 エリア統合 

① 98％ 

② 96％ 

③ 99％ 

 

 3 エリア統合 

① 100％ 

② 92％ 

③ 93％ 

 

 3 エリア統合 

① 100％ 

② 94％ 

③ 93％ 

 

 

⇒現時点の利用者数が少ないこともあり、どのケースでも概ね対応可能であるというシミュレーショ

ン結果となりました。仮に 1 エリア統合であると、利用者数が 2 倍程度増加した場合や、いこカー

の全利用者が利用した場合も対応可能です。 

【シミュレーション結果】予約制いこカーのエリアの区分の見直しについて 

＜シミュレーションの流れ＞ ＜シミュレーション結果イメージ＞
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施策①-3：AIオンデマンド交通の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 予約制いこカーについて、利用者の予約に対して AI を活用してリアルタイムに効率的な

配車を行う「AI オンデマンド交通」を導入します。 

 また、交通事業者が個別に対応していた予約窓口を一元化し、これまで同様の電話予約に

加えて、アプリ等から予約できるシステムを導入します。 

 なお、「AI オンデマンド交通」を導入する際は、高齢者等を対象とした説明会を実施し、

利用方法のレクチャーを行います。 

予約制いこカーの午前便は「乗車する１時間前まで」予約可能です（始発便を除く）。し

かし、12 時以降の便の予約受付時間は一律「当日の午前 11 時まで」となっています。 

予約制いこカーは午前中の利用が多く、午後の利用が極端に少ない状況にありますが、要

因の一つとして予約時間の制限による利便性の低さが考えられます。 

なお今後、いこカーの廃止や予約制いこカーのエリア区分の見直しに伴い、利用者が増

加、移動パターンが複雑化することで、これまで同様の「人手」による受付・配車対応が困

難になる懸念があります。 

● 施策の背景･必要性 

利用者や沿線にお住いの方への十分な説明・周知が必要です。 

新たな技術を活用した予約方法であるため、事前の試行的な運行・運用を実施することで、

効果や課題などを見極めながら検討していくことが必要です。 

予約窓口の設置場所や、受付体制（オペレーターの配置等）を検討する必要があります。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 

利用者や沿線にお住いの方への十分な説明・周知が必要です。 

現時点いこカーを利用されている方は、いこカーの廃止に伴い予約制いこカーへの移動手段

の転換が想定されます。予約制いこカーの利用者数の増加や移動パターンの複雑化が想定さ

れるため、新たな技術を活用した予約方法の導入なども検討していく必要があります。 

予約制いこカーの目的地となる施設（病院や商業施設等）の追加有無について、住民の意向

を踏まえた継続的な検討が必要です。 

エリアの統合に伴い、路線バスやタクシー等の既存公共交通と比較して極端に利便性が高い

移動手段となることを避けるため、適切な運賃設定を検討する必要があります。 

新たにエリア区分を見直し、路線バス（地域間幹線系統）に接続する「二次交通」としての

役割も担うことから、国費補助（地域内フィーダ系統補助）の活用も視野に検討を進めるこ

とが考えられます。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 
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表 20 施策の実施スケジュールと実施主体等（施策①-1～①-3） 

 

  

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

実施内容 実施主体･役割分担 備 考

•地域公共交通会議事務局が
主体となり、関係部局と連
携しながら検討

•交通事業者と協議・調整

•いこカー廃止や実
証運行については
事前に十分な周知
が必要

•運賃形態は運賃協
議会の開催が必要

•交通事業者が運行、町が継
続支援

•地域公共交通会議事務局が
主体となり、モニタリング
を実施

•利用状況などについては定
期的に地域公共交通会議に
報告しながら、改善策を検
討･実施

令和13年度～
（2031～）

• いこカーの廃止
• 予約制いこカーのエリア区分の見直し
• AIオンデマンド交通の導入

• 利用状況などの確認、必要な改善策の
検討

• 利用者へ
の周知

施策①-1
いこカーの

廃止

施策①-2
予約制いこ
カーの見直し

施策①-3
AIオンデマン
ド交通の導入

• 実証運行（説明会含む）

• システムの
導入検討

• 運行内容や
運賃形態の
検討

•予約の受付や配車
等について交通事
業者の負担が大き
くならない工夫が
必要

•必要に応じて予約
制いこカーの目的
地追加を検討
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７-２.［施策②］あいのりタクシーの運行ルートの見直し 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図 ９８ あいのりタクシーの運行ルートの見直し  

通勤･通学などで重要な役割を担っている広域交通体系を有効活用していくため、普通列車や

特急列車が多く停車する JR 江北駅への接続を強化し、白石町に暮らしながら希望する町外へ

の移動できるようなサービスを確保します。 

 あいのりタクシーの運行ルートを「道の駅しろいし～牛津駅」から「道の駅しろいし～江

北駅」へ見直します。 

 特に、通勤・通学時間帯は普通電車の発着時刻を考慮した運行ダイヤに設定する等、福富

エリアと鉄道駅との接続を強化します。 

現状で「道の駅しろいし」と「牛津駅」を結んでいるあいのりタクシーの平均利用者数

は、概ね 1.0 人/便以下となっており、利用そのものが顕著に低迷しております。また、利

用者の乗降場所は「牛津駅」が突出しており、牛津駅周辺には大きな商業施設等は立地し

ていないことなどを踏まえると、鉄道駅への移動が主な利用目的と考えられます。 

西九州新幹線の開通に伴い、白石町の広域移動を考える上で重要度が増大した「JR 江北

駅」への移動手段の確保について、住民から要望があがっている状況です。 

● 施策の背景･必要性 
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表 21 電車の発着時刻を考慮した運行ダイヤ（イメージ） 

江北行 
あいのりタクシー  JR 江北駅発時刻［普通電車］ 

道の駅しろいし 江北駅  上り（佐賀方面） 下り（武雄方面） 

第 1 便 6：50 7：10 ▶ 7：20（門司港） 7：26（長崎） 

第 2 便 7：35 7：55 ▶ 8：11（鳥栖） 8：15（早岐） 

第 3 便 8：20 8：40 ▶ 8：49（鳥栖） 9：31（早岐） 

第 4 便 11：00 11：20 ▶ 11：31（鳥栖） 11：47（肥前浜） 

第 5 便 15：00 15：20 ▶ 15：34（鳥栖） 15：46（肥前浜） 

第 6 便 16：00 16：20 ▶ 16：30（鳥栖） 16：47（早岐） 

第 7 便 17：00 17：20 ▶ 17：26（鳥栖） 17：48（諌早） 

第 8 便 17：50 18：10 ▶ 18：31（鳥栖） 18：16（肥前浜） 

※運行ルート・運行便数・時刻は未定。所要時間は暫定的に 20 分で設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 22 施策の実施スケジュールと実施主体等（施策②） 

 
   

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

実施内容 実施主体･役割分担 備 考

•地域公共交通会議事務局が
主体となり、江北町・小城
市と連携しながら検討

•交通事業者と協議・調整

•利用状況などに応
じて随時運行内容
の見直しを行う
「トリガー方式」
も検討

•関係自治体等との
調整が必要

•事前に十分な周知
が必要

令和13年度～
（2031～）

• あいのりタクシーの運行
ルートの見直し

• 利用状況などの確認、
必要な改善策の検討

• 具体的な運行内容について
の検討、利用者への周知

• 江北町・小城市・交通事業
者との協議・調整

•交通事業者が運行、町が継
続支援

•利用状況などについては定
期的に地域公共交通会議に
報告しながら、改善策を検
討･実施

小城市を通過しなくなるため、小城市との協議・調整が不可欠です。 

江北町を通過するため、江北町内の停留所の設置など、行政の考え方や連携方法などについ

て調整・検討が必要となります。また、江北駅の停車場の位置についても民間や行政間の調

整・検討が必要となります。 

詳細のルートについては、道路管理者、警察等との調整のもと、安全なルートの設定が必要

です。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 
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７-３.［施策③］乗り継ぎ割引の適用拡大 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

表 23 施策の実施スケジュールと実施主体等（施策③） 

  

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

実施内容 実施主体･役割分担 備 考

•地域公共交通会議事務局が
主体となり、江北町と連携
しながら検討

•交通事業者と協議・調整
•あいのりタクシー
のルート変更やAI
オンデマンド交通
の導入など、適切
なタイミングに合
わせて実施

•関係自治体等との
調整が必要

令和13年度～
（2031～）

• 乗り継ぎ割引の実施（コ
ミュニティ交通間）

• 乗り継ぎ運賃の設定方法に
ついての検討

• 江北町・交通事業者との協
議・調整

• 乗り継ぎ割引の実施（既存
交通機関⇔コミュニティ交
通）

コミュニティ交通間の乗り継ぎなど、乗り継ぎの利便性を高めることで、公共交通の利用を促

しながら、一体的な公共交通ネットワークを構築します。 

 予約制いこカーとあいのりタクシーの間での乗り継ぎ割引を適用します。 

 今後、鉄道や路線バス等の既存交通機関との乗り継ぎ割引の適用拡大を図るため、コミュ

ニティ交通側の運賃を一部割引するなど、乗り継ぎ割引の適用方法（仕組み）について検

討します。 

目的地までの乗り継ぎ利用を促すため、現状ではいこカーからいこカーへの乗り継ぎの場合に

限定して、2 路線目以降は無料で利用可能とする乗り継ぎ割引を実施しています。 

住民の移動特性を踏まえると町外への移動も多い状況ですが、すべての移動に対して“直通”で

の移動サービスを提供することは現実的ではありません。このため運賃の面で乗り継ぎ利用への

抵抗感をできるだけ抑制することで、広域交通体系の持続性を支える、“二次交通”として“上手

に”使いこなしてもらえる環境を形成していくことが求められます。 

● 施策の背景･必要性 

将来的な既存交通機関との乗り継ぎ割引を見据えた、「乗り継ぎ運賃設定」の仕組みを検討

していく上では、交通事業者との協議・調整が必要です。 

事業収支等に影響を与える可能性があるため、利用促進による効果や運賃収入減少の可能

性等も考慮しながら検討を進めていく必要があります。 

仮にあいのりタクシーが江北町内を通過する場合、江北町と密なコミュニケーションが必

要になります。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 
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７-４.［施策④］運転免許返納を後押しする施策の展開 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策④-1：乗り方教室の実施 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

表 24 施策の実施スケジュールと実施主体等（施策④-1） 

 
  

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

実施内容 実施主体･役割分担 備 考

•地域公共交通会議事務局が
主体となり、関係部局と連
携しながら検討・実施

•自治会や老人会等
との連携も検討す
ることが必要

•いこカーの廃止や
予約制いこカーの
エリア区分の見直
しなど、適切なタ
イミングに合わせ
て実施

• 乗り方教室の実施

令和13年度～
（2031～）

• 具体的な実施内容について
の検討

住民アンケート調査によると、最近 1 ヶ月以内に公共交通を「利用した」人は、全体の約１割に留

まっています。普段、公共交通を利用しない方の中には、自家用車の利用を前提に生活をされて

いるため「そもそも利用しようと思ったことがない」という方が多いと考えられます。 

そのため、まずは 1 度でも実際に利用してもらう機会を提供することで、今後の公共交通の利

用や自動車の運転免許返納などを考える“きっかけ”となる取組を考える必要があります。 

● 施策の背景･必要性 

公共交通の重要性・必要性に対する住民の共通認識の形成や、公共交通を積極的に利用する

意識の醸成を図ります。 

 運転免許返納者や高齢者等を対象とした、公共交通の利用方法やスマートフォン等を使

った路線・時刻検索方法を周知する「乗り方教室」を開催します。 

自治会や老人会等と連携しながら定期的に実施していく必要があります。 

提供される移動サービスや対象者の生活に何も変化がない状況での実施は効果が限定的な

ものになる可能性が高いことから、いこカーの廃止や予約制いこカーのエリア区分の見直

しなど、適切なタイミングでの施策展開が重要になります。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 



74 

 

施策④-2：「お試し乗車券」の配布 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

表 25 施策の実施スケジュールと実施主体等（施策④-2） 

 
  

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

実施内容 実施主体･役割分担 備 考

•地域公共交通会議事務局が
主体となり、関係部局と連
携しながら検討

•各種施策と組み合
わせて配布を行う
など、実際に利用
してもらう工夫が
必要

•関係部局と連携して、周知
や仕組みの運用を実施

•仕組みの運用状況や利用状
況などについては定期的に
地域公共交通会議に報告し
ながら、改善策を検討･実
施

• 「お試し乗車券」の販売
開始

令和13年度～
（2031～）

• 仕組み（制度・対象者）の
検討

 「施策④-1：乗り方教室の実施」の参加者等を対象とした、無料あるいは割引運賃で公共

交通を利用できる「お試し乗車券」を配布します。 

「施策④-1：乗り方教室の実施」との組み合わせや、「施策⑤：公共交通の利用促進・意識醸

成」と組み合わせて配布を行うなど、実際に利用してもらう工夫が必要です。 

「お試し乗車券」の配布対象者については、運転免許をそもそも所持していない方等に配慮

して、ある程度幅広く検討する必要があります。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 



75 

 

７-５.［施策⑤］公共交通の利用促進・意識醸成 
 

 

施策⑤-1：白石町公共交通ガイドブックの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

表 26 施策の実施スケジュールと実施主体等（施策⑤-1） 

 

  

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

実施内容 実施主体･役割分担 備 考

•地域公共交通会議事務局が
主体となり、関係部局と連
携しながら検討・実施

• 白石町公共交通マップの
作成

令和13年度～
（2031～）

• 具体的な記載内容について
の検討

•いこカーの廃止や
予約制いこカーの
エリア区分の見直
しなど、適切なタ
イミングに合わせ
て実施

•鉄道やバスの運行
ダイヤを考慮した
時刻表作成が必要

•ユニバーサルデザ
インに留意

 予約制いこカーやあいのりタクシーに関する公共交通全体のガイドブックを作成します。 

 あわせて、町内を運行する路線バスや鉄道の位置関係、乗り継ぎ割引の適用方法やお試し

乗車券の配布等の情報について、公共交通ガイドブックの中に記載します。 

利用喚起に向けた取組を推進することで自家用車から公共交通への転換を図ります。 

● 施策の背景･必要性 

現在、町内には、いこカーや予約制いこカー、あいのりタクシーといった複数のコミュニティ交通

が運行しているため、それぞれ単独のパンフレット（時刻表等）を作成しています。 

いこカーの廃止や予約制いこカーのエリア区分の見直しを契機として、「施策③：乗り継ぎ割引

の適用拡大」や「施策④：運転免許返納を後押しする施策の展開」の情報提供も含める形で、住民

が分かりやすい広報手段を検討する必要があります。 

年齢・性別・障がいの有無にかかわらず、できるだけ多くの人が使いやすく、見やすく、理

解しやすいようなユニバーサルデザインを取り入れたマップの作成が必要です。 

いこカーの廃止や予約制いこカーのエリア区分の見直しなどにあわせた、適切なタイミング

での施策展開が重要になります。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 



76 

 

施策⑤-2：モビリティ･マネジメントの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 27 モビリティ･マネジメントの実施イメージ 

対象者 概要 

町内外の高校に進学予定

の有明中学校等 

○志望校を決める前の段階の中学生を対象として公共交通での

通学も考慮した通学先の検討材料を提供します。 

○高校の入学説明会などで公共交通に関する情報提供や働きか

けを実施することで、通学手段を中心とした交通行動の変容を

目指します。 

（仮称）白石地域新設小

学校、有明小学校、福富

小学校に通学する児童や

その保護者 

○公共交通の利用を考えるワークショップの開催や課題研究授

業の実施、児童を通じた保護者に対する情報提供･利用呼びか

け等により、公共交通の利用促進を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県南城市では、交通環境学習（有識

者や交通事業者による授業）や乗車体験、

総合学習の時間を活用した利用促進ツー

ルの検討など「小学校モビリティ・マネジメン

ト」を実施しています。 

交通環境学習を通じた小学校モビリティ・マネジメントの実施（沖縄県南城市） 

▲児童が作成した利用促進ツール 
資料：令和６年度南城市における交通環境学習普及事業 

 対象者の特性にあわせて、公共交通の利用を促す情報提供や働きかけ、コミュニケーシ

ョンを行うことで、公共交通を移動手段の選択肢として認識してもらい、利用してみよ

うと思ってもらう「モビリティ･マネジメント」を実施します。 

「施策④-1：乗り方教室の実施」や「施策④-2：「お試し乗車券」の配布」を実施しても、公共交通

を利用する習慣がなく、実際の利用には結びつかない懸念があります。 

そこで、将来の白石町を担う子どもたちに、早い段階から公共交通に「乗ってみよう」と思っても

らう意識醸成を行うことで、将来的な利用者の確保に向けた“布石”を打っておくことなども重要に

なります。 

 

● 施策の背景･必要性 

働きかけ･コミュニケーションを行う際には、公共交通等に関する具体的な情報提供が効果

的であることから、「施策⑤-1：白石町公共交通ガイドブックの作成」の活用や、「施策④-

1：「お試し乗車券」の配布」、「施策④-2：乗り方教室の実施」と連携した取組みが必要です。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 
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表 28 施策の実施スケジュールと実施主体等（施策⑤-2） 

  
 

 

  

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

実施内容 実施主体･役割分担 備 考

•地域公共交通会議事務局が
主体となり、関係部局と連
携しながら検討・実施

•交通事業者や関係
団体等との連携も
検討することが必
要

•各種施策と組み合
わせるなど、実際
に利用してもらう
工夫が必要

• モビリティ・マネジメント
の実施

令和13年度～
（2031～）

• 具体的な実施内容について
の検討
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７-６.［施策⑥］多様な主体が移動サービスを支える仕組みの構築 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図 ９９ 多様な主体が移動サービスを支える仕組みのイメージ 

  

 町内の移動需要を可能な限り予約制いこカーへ集約する方法を検討します。 

 施設が個別に実施している送迎サービスについては、施設側から利用者に対して利用割

引券（施設が運賃を負担する乗車券）を交付することで、予約制いこカーの利用を促すな

ど、多様な主体により公共交通の利用促進・持続性を高める仕組みの構築を検討します。 

 施設側には、個別の送迎サービスから予約制いこカーへの移動手段の転換により、車両の

確保・維持管理費の負担軽減や運転手確保などのメリットが期待されます。 

白石町内には、鉄道や路線バス、タクシー等の既存の公共交通に加え、コミュニティ交通、スク

ールバス、福祉有償運送、各種民間の送迎サービス等、さまざまな輸送資源が存在しており、移動

サービスの利用者が分散しています。 

そのため、町内の移動需要を可能な限り集約し、公共交通の利用を高める等、多様な主体と連

携して公共交通の持続性を支える仕組みなども考える必要があります。 

● 施策の背景･必要性 

関連分野で実施されている移動支援策等について公共交通施策との役割分担を検討し、関連

分野も含めた移動サービス全体としての最適化を目指します。 

また、目的地となる施設等と連携することなどを通じて、地域全体で移動サービスを支える仕

組みの構築を検討します。 
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表 29 施策の実施スケジュールと実施主体等（施策⑥） 

  

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

実施内容 実施主体･役割分担 備 考

•地域公共交通会議事務局が
主体となり、関係部局と連
携しながら検討

• 仕組み（制度）の検討
• 多様な主体との協議･調整、
連携に向けた働きかけ

•広報の実施などを
通じて、連携施設
等のメリットを拡
大していくことな
ども必要

•関係団体等との連
携も検討すること
が必要

• 試行的な実施

•関係部局と連携して、周知
や仕組みの運用を実施

•仕組みの運用状況などにつ
いては定期的に地域公共交
通会議に報告しながら、改
善策を検討･実施

• 本格的な導入
• 連携施設の拡充推進

令和13年度～
（2031～）

連携の対象としては、商業･医療･その他生活サービス施設などが想定されることから、関係

部局や関係団体と連携することが重要となります。 

施設側の費用負担が発生するため、メリットなどを丁寧に説明することで取り組みに対する

理解を醸成しながら継続的に働きかけを行っていく必要があります。 

予約制いこカーの目的地となる施設（病院や商業施設等）については、施設の意向を踏まえ、

継続的な追加検討が必要です。 

公共交通の利用割引券などについては精算の仕組みなども必要となるため、関連事務が煩雑

になる可能性があります。 

［検討･解決すべき課題、留意すべき事項など］ 

「福祉介護・共同送迎サービス ゴイッショ」は、“共同送迎サービス”

を起点に介護人材不足の解消と高齢者の移動手段確保の実現を支援

する仕組みです。 

“共同送迎サービス”は、各施設が単独で行っている送迎業務を外部

の団体に集約し、地域一体で乗り合い、各施設に通うサービスモデルで

す。送迎業務を介護現場から切り離し、地域一体で効率的な運行を実

現することで、送迎業務の負荷を減らし、人材不足課題を解決、持続的

で、より質の高い介護サービスの実現に寄与することを目指していま

す。 

通所介護事業者が行っている送迎事業をまとめ、 
地域一体で運行する共同送迎サービス（香川県三豊市） 

▲ゴイッショ（福祉介護・共同送迎サービス） 
ダイハツ工業株式会社 
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８．計画の推進・進捗管理 

８-１.PDCA サイクルに基づく進捗管理 

本計画に記載した施策については、次ページで示す「ロードマップ」に基づいて毎年度そ

の実施状況を確認し、未実施の施策や遅延が発生している施策についてはその要因を把握･分

析した上で、次年度以降の対応を検討･実施することにより、着実な施策展開・計画の実現化

を推進します。 

また、「目標の達成状況を評価するための指標」についても、継続的なモニタリングを行

い、必要に応じて計画の見直しを行うことで、計画の実効性を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １００  PDCA サイクルに基づく進捗管理  

計画（Plan）

●公共交通の現状や課題などを整理
し、計画を策定しました。

令和7年度
（2025）

評価（Check）

●施策の実施状況や目標の達成状況
を把握し、評価します。

改善（Action）

●施策の未実施要因や目標未達要因な
どを分析して改善策を検討します。

実行（Do）

●計画に基づいて、施策を実行しま
す。

計画（Plan）

●地域の状況変化や改善策の検討結果
を踏まえて次の計画を策定します。

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

実行（Do）

実行（Do） 評価（Check）

計画（Plan） 改善（Action）

実行（Do） 評価（Check）

計画（Plan） 改善（Action）

実行（Do） 評価（Check）

計画（Plan） 改善（Action）

実行（Do） 評価（Check）

計画（Plan） 改善（Action）

〔実行（Do）〕
●計画に基づいて、施策を実行します。

〔評価（Check）〕

●施策の実施状況
を確認します。

●評価指標の達成状
況を確認します。

〔改善（Action）〕
●施策の未実施･遅

延要因を把握･分
析します。

●評価指標の達成･
未達成要因を分
析します。

●施策内容やスケ
ジュール、役割分
担などの見直しを
検討します。

●目標値の修正や、
新たな評価指標の
追加などを検討し
ます。

〔計画（Plan）〕
●改善の内容を計画に反映します。

〔
計
画
期
間
全
体
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
〕

〔年度ごとのＰＤＣＡサイクル〕
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８-２.施策展開のロードマップ 

計画期間中は以下のスケジュールに基づいて施策展開を推進することとし、年度ごとの実

施状況を確認するとともに、必要に応じてスケジュールの見直しを行います。 

 

  

 

  

令和8年度
（2026）

施策方向性

①-1：いこカーから
予約制いこカーへ
の移動需要の集約

①いこカー・

予約制いこ

カーの見直し

[方向性①]

コミュニティ交通の

利便性向上に向けた

運行形態の見直し

①-2：予約制いこ

カーのエリア区分の

見直し

①-3：AIオンデマン

ド交通の導入

②あいのりタクシーの運行ルートの

見直し

[方向性②]

通勤・通学のための

移動手段の整備

③乗り継ぎ割引の適用拡大

[方向性③]

複数の移動サービスの

連携強化

④-1：乗り方教室の実施④運転免

許返納を

後押しす

る施策の

展開[方向性④]

自家用車からの

公共交通への転換に

向けた意識醸成

④-2：「お試し乗車券」

の配布

⑤-1：白石町公共交通

ガイドブックの作成⑤公共交

通の利用

促進・意

識醸成 ⑤-2：モビリティ・マネ

ジメントの実施

⑥多様な主体が移動サービスを支え

る仕組みの構築

［方向性⑤］

関連分野･多様な

主体との連携の促進

• 利用者への周知

• システムの導入検討

• 運行内容・運賃形態の検討

• 具体的な運行内容についての検討、利用者
への周知

• 江北町・小城市・交通事業者との協議・調
整

• 乗り継ぎ運賃の設定方法についての検討
• 江北町・交通事業者との協議・調整

• 具体的な実施内容についての検討

• 仕組み（制度・対象者）の検討

• 具体的な記載内容についての検討

• 具体的な実施内容についての検討

• 仕組み（制度）の検討
• 多様な主体との協議･調整、連携に向けた
働きかけ
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凡例

令和13年度～
（2031）

令和12年度
（2030）

令和11年度
（2029）

令和10年度
（2028）

令和9年度
（2027）

• いこカーの廃止
• 予約制いこカーのエリア区分の見直し
• AIオンデマンド交通の導入

• 利用状況などの確認、必要な改善策の検討

• あいのりタクシーの運行ルートの見直し
• 利用状況などの確認、必要な改善策の検討

• 乗り継ぎ割引の実施
（コミュニティ交通間）

• 乗り継ぎ割引の実施（既存交通機関⇔コミュニティ交通）

• 乗り方教室の実施

• 「お試し乗車券」の販売開始

• 白石町公共交通マップの作成

• モビリティ・マネジメントの実施

• 試行的な実施
• 本格的な導入
• 連携施設の拡充推進

• 検討・調整等 • 本格導入等• 実証運行等

• 実証運行

• 実証運行
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